
午前１０時２分 開議

○議長（嶋本五男君） おはようございます。ただ

いまから平成１２年第１回泉南市議会定例会継続

会を開議いたします。

直ちに本日の会議を開きます。出席議員が法定

数に達しておりますので、会議は適法に成立いた

しました。

これより日程に入ります。

日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

本日の会議録署名議員は、会議規則第８０条の規

定により、議長において１７番 島原正嗣君、１

８番 上山 忠君の両君を指名いたします。

次に、日程第２、前回の議事を継続し、代表質

問を議題とし、順次質問を許可いたします。

まず初めに、１８番 上山 忠君の質問を許可

いたします。上山君。

○１８番（上山 忠君） おはようございます。議

長のお許しを得ましたので、新進市民連合を代表

いたしまして、平成１２年度の市政運営方針につ

いて、通告に従いお尋ねいたします。

まず、住環境の整備についてお聞きします。

市長のスローガンでもあられる「水・緑・夢あ

ふれる生活創造都市」を実現させるためにも、住

環境の整備は不可欠だと考えています。現代社会

は車社会と言われるほど、今や自動車の存在は私

たちの日常生活には欠かせません。その便利さの

反面、排気ガスによる大気汚染などの環境問題は

深刻であります。先ほどの尼崎公害訴訟の判決で

もディーゼル車による排気ガスによる大気汚染が

指摘されました。また、東京都はディーゼル車Ｎ

Ｏ作戦を進められようとしております。

大気中の浮遊粒子物質（ＳＰＭ）の発生源とし

てディーゼルエンジンの排気ガスが指摘されてい

ます。だれかがやるからの考え方から脱皮し、国

民つまり市民一人一人が考えるべきではないでし

ょうか。そのためにも行政が率先して行動を起こ

すことがより重要だと考えます。今回の天然ガス

自動車の導入も評価できる施策だと思っています。

今後も順次低公害車への更新を強く要望いたすも

のであります。

次に、ごみ問題についてお尋ねします。

２０世紀、我が国は目覚ましい経済成長の中で
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飛躍的な発展を遂げてまいりました。物質面では

豊かな社会を築いてきましたが、しかしながら、

快適な社会を支えてきた大量生産、大量消費、大

量廃棄という都市文明のあり方がもたらした多く

の問題に早急な対策が求められ、その結果、循環

型社会への移行が早急に求められています。焼却

から資源としての再利用、リサイクルへの転換が

より求められています。

我が泉南市は、行政の努力により他市に先駆け

て分別収集のルートを確立させ、廃棄物を資源と

して再利用されています。この４月からは段ボー

ルなどの紙製容器とペットボトル以外のプラスチ

ック容器や包装材が対象となる、回収ルートもそ

れぞれ示され、市民の協力をお願いされてるとこ

ろです。市民の協力を得てより一層の再資源化を

要望いたします。

また、家庭から出る生ごみについては、大半が

焼却処分されています。平均的な世帯で１日約７

００グラムの生ごみが出るとされています。年間

にすると２５０キログラムの生ごみが処分されて

います。このたび、再資源化のため生ごみ処理機

の購入補助については、単年度でなく継続される

ことを強く要望いたします。

また、飲料製品のデポジット制についてお尋ね

いたします。自民党は、循環型社会基本法案を取

りまとめ、関係部会長会議で報告、承認されたと

の報道で、缶、瓶類のデポジット制の導入につい

ては、原案は「国が講じる措置」と明記したが、

最終的には「調査、研究する」と大幅に後退した

形になったとされていますが、ごみ行政をつかさ

どる市長としてはどのように考えておられるのか、

お示し願います。

泉南市特有の山と海の自然環境を生かした、人

と自然が共生可能なまちづくりが必要ではないか、

そのためには市民総参加のもとに森林資源の育成、

また人工的な海岸と自然が残る海岸線の整備育成

が必要ではないだろうか。市内の至るところで最

近住宅のミニ開発がよく目につきます。まちづく

りの観点から見たとき、秩序ある開発になってい

るのか、お聞きしたい。

また、下水道の整備については、巨額の費用を

投じて整備が行われていますが、普及率が３０％



近くになり順調な伸びを示していると述べられて

いますが、面整備が完了した地域でのつなぎ込み

はどの程度になっているのか。また、公共施設の

つなぎ込みはどの程度まで進んでいるのか、お示

しください。

学校教育では、まずその学校施設の環境を変え

ることが必要ではないでしょうか。現状の校舎を

見たとき、勉強できる環境にあるとは言えないと

ころが多数見受けられます。時代の変化、環境の

変化の中で子供たちは育っていきます。我々大人

は、これらの子供たちに最低限勉強できる環境を

整備してやる義務があるのではないでしょうか。

我が泉南市には、先達たちが残してくれた貴重な

文化遺産が至るところに散在しています。生涯学

習の一環としてこれらの成り立ちを子供たちに教

える人たち、つまりボランティアガイド制度につ

いてつくり、拡充される考えはありませんでしょ

うか。

市民の健康づくりについてお尋ねします。世の

中は治療から予防へと転換しています。その中で

行政として市民を対象としたセット検診が行われ、

病気の早期発見に努められていますが、受診率が

頭打ちになっているように感じます。さらなるＰ

Ｒを要望いたします。

不幸にして病気にかかったとき、身近なところ

で見てもらえるところが公的医療機関、つまり市

民病院だと思いますが、公的医療機関のない泉南

市として済生会泉南病院が公的医療機関の位置づ

けにあります。このたびりんくうタウンに移転さ

れますが、市民の要望とは若干かけ離れています

が、泉州地域に多い循環器関係の高度医療検査機

関として充実できるよう、さらなる働きかけを要

望いたします。

次に、国民健康保険事業についてお尋ねします。

市税と国保税の滞納が改善されないまま現在に

至っています。国保税については、不足額が生じ

ると一般会計からの繰り出しを行い、被保険者の

負担軽減を図ると述べられていますが、負担の公

平、税の公平性からいうと問題があるのではない

でしょうか。滞納分の穴埋めをだれが負担するの

か、組合健保、政管健保の市民はなぜ国保で赤字

が出たからといい二重に負担させられるのか。滞
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納があり、国保事業が成り立ちませんので一般会

計からでは、善良な納税者は納得されるのでしょ

うか。

来月からは介護保険制度が始まります。２号被

保険者は現行の健康保険料に上乗せして保険料を

支払わなくてはなりませんが、今まで以上に滞納

がふえるのでは。この問題にどのようにされるの

か、お示しください。

また、我々が天命を全うし、最後に行政にお世

話になるところが火葬場だと思います。泉南市に

は今、樽井と西信達の２カ所に市営の火葬場があ

りますが、施設の老朽化で、市民の中からはあん

なところでは焼いてほしくない、何とかならない

かとの要望が強い。泉南聖苑基本計画（案）が平

成１０年３月に示されたが、市民の方は火葬場だ

けでももっと早くできることを望んでいますが、

計画はどのようになっているのか、お示しくださ

い。

また、商工業の振興策についてお尋ねいたしま

す。

構造改革により地場産業である繊維産業の衰退、

消費者ニーズをつかみ切れない地元商店を育成す

るための施策、展望が見えません。もっと元気な

商工業、商店街を形成すべきではないのでしょう

か。我が市の発展の命運を担っているりんくうタ

ウンへの企業誘致はどのようになっているのか、

魅力ある誘致策がとれていますか。また、中部ポ

ンプ場周辺での海の駅的商業施設の計画について

も、ＰＦＩで公募し実施するとのことですが、ど

の程度まで進んでいますか。

次に、情報公開条例も４月から実施されます。

条例づくりにかかわった一員としては喜ばしい限

りです。情報公開は、行政がいかに市民に対して

サービスを提供しているか、自信を持って発表で

きる場でもあると思います。今までは行政が守秘

義務があるとして行政情報を隠していたから、市

民からは本当に市民サイドに立った行政がなされ

ているか疑心暗鬼になっていたのではないでしょ

うか。行政情報を公開することにより、市民と行

政がより近づけるのでは。市民参加のまちづくり

に欠かせないことです。公平、公正、透明性を確

立させて市民に信頼される行政を行っていただき



たい。

次に、行財政改革についてお聞きいたします。

平成９年度から１１年度までの３カ年の実施計

画で経常収支比率１０２％を１０％減の９２％に

するのが目標ではなかったのでしょうか。今でき

ることからしようとして、出を抑え、入りをふや

す対策をとられてきましたが、結果として平成９

年度は１０３．５％、平成１０年度は１０４．４％、

平成１１年度は、予測値ではあるが１０１．４％と

なっています。目標とその結果についてどのよう

に感じておられますか。

また、中期的財政展望案では平成１４年度で１

４億円の財源不足が予測されるとしています。今

後なお一層の努力が必要です。義務的経費の削減

についても限界がありますし、また市民にも理解

を求め、投資的経費の削減もやむを得ないことで

すが、しかしながら、入りをふやすこと、つまり

府下ワーストワンの市税の徴収率の低さをもうそ

ろそろ返上してはいかがですか。滞納者には確固

たる信念で徴収に臨んでいただきたい。

先日の報道で、神奈川県小田原市が不誠実な市

税滞納者の名前を公表し、行政サービスも停止す

る市税滞納特別措置条例を３月定例議会に提出す

るとの報道がありましたが、この条例についてど

のように思われますか。

しかしながら、今までの仕事のやり方を続ける

限り壁に突き当たると思います。発想の転換をさ

せ、事業の成果を評価し、前任者の仕事も見直し、

情報公開で住民参加を促し、住民の満足度を重視

し、各部門の自己責任を徹底させることがより重

要となってきます。そのためには、管理のサーク

ルを回しながら仕事の質を改善していくことが結

果につながると考えるが、どうでしょうか、お聞

きいたします。

また、市職員の退職金についてお尋ねします。

昨年の１２月議会で今後１０年間での退職者数

は１４１名で、その必要金額として二十数億円か

かるとの答弁がありましたが、やりくりしながら

でも積み立てをする必要があるのではありません

か。そのための基金をつくる考え方はありません

でしょうか。

最後になりますが、土地開発公社のあり方につ
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いてお聞きいたします。

土地開発公社は、市が直接土地の購入ができな

いため一たん公社に購入しておいてもらい、数年

をめどに買い戻すための機関だと理解しておりま

すが、間違いありませんでしょうか。

そこでお聞きします。市の要望する土地を購入

するのに手持ちの資金がないため金融機関から借

り、その借入金残高が１３３億円に上っています。

その金利の支払いに２億２，４００万円を市民の税

金から支払っています。今後、開発公社をどのよ

うに運営していかれようとしておられるのか、お

聞かせください。

質問が細部にわたりましたが、壇上からの質問

はこれで終わらせていただきます。答弁の内容次

第では自席で再質問をさせていただきますので、

よろしくお願いいたします。

○議長（嶋本五男君） ただいまの上山議員の質問

に対し、市長の答弁を求めます。向井市長。

○市長（向井通彦君） 多岐にわたる御質問でござ

いますが、順次御答弁を申し上げます。順序が若

干変わるかもわかりませんが、お許しをいただき

たいと思います。

まず、今回初めて導入いたします低公害車の件

でございますけれども、現在低公害車には電気、

天然ガス、メタノール、ハイブリッド等の各自動

車がございます。しかしながら、これらの各自動

車は価格及び改造費等においてコストが高く、ま

た燃料補給施設等のインフラの未整備があり、低

公害車の推進が図られていない現状でございます。

このような中で国、特に通産省、環境庁におき

まして、天然ガス車購入及びガス燃料補給施設、

ガスステーションに対しまして補助制度が設けら

れました。天然ガスにつきましては改造費の２分

の１、ガスステーションにつきましては工事費の

３分の２の補助がそれぞれ受けられます。

本市におきましても、排出抑制の観点から低公

害車の推進を図り、平成１２年度におきましてこ

の補助制度を活用し、市長部局で２台の購入を予

定いたしております。また、２台が補給可能なガ

スステーションでございますが、これもこの補助

制度を活用し、本庁裏の駐車場に設置予定でござ

います。今後とも排出抑制の観点から低公害車の



導入の推進を図ってまいりたいというふうに思っ

ております。

特に１２年度だけではなくて、継続してこの施

策を続けるようにということでございます。私ど

もも当然その考えでございまして、公用車の買い

かえ時期を１つの切りかえのチャンスというふう

にとらえまして、順次低公害化を進めてまいりた

いと考えております。

次に、ごみ問題でございますけれども、御指摘

ありましたデポジット制度の導入につきましては、

環境汚染防止、再生資源の利用促進、廃棄物循環

型社会システムの構築、さらにはリターナブルシ

ステムを確立する等の観点から、議員御指摘のと

おり、製造者、販売者責任と消費者によるデポジ

ット制度導入は、大阪府下全市町村の共通の要望

でございます。したがいまして、大阪府市長会を

通じて国・府、関係機関、事業者等に働きかける

よう大阪府に対して要望を行ってまいりました。

これに対しまして大阪府からは、国等に要望す

る旨の前向きな回答もいただいているところでご

ざいまして、我々もぜひこの制度が全国的に定着

されますように、今後とも最大限の努力をしてま

いりたいと考えております。

次に、ミニ開発についての御質問でございます。

近年の開発状況に見られますように、マンショ

ン等の共同住宅の減少や市街化の大規模開発の減

少など開発状況が変化し、既成市街地における開

発の小規模化が進んでおります。こうした状況の

中、特に近年の規制緩和、社会経済状況の変化の

もとで、良質かつ低廉な住宅宅地の供給に対する

住民の需要に的確にこたえていくため、先般開発

指導要綱の特に負担条項の見直しを行ったもので

ございます。

このような状況のもとでの開発の指導としては、

開発面積が５００平方メートル以上の場合は都市

計画法による指導、それ以下の法の範囲が及ばな

い場合は市の行政指導として開発指導要綱により

指導を行っているところでございます。

また一方、市街地の農地につきましては、農住

組合方式による緑住区画整理事業として開発を支

援、推進しており、これにより公共施設の整備が

できるとともに、良好な住環境の土地利用が図ら
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れるものというふうに考えているところでござい

ます。

次に、下水道の整備でございますけれども、下

水道の面整備についてお答えを申し上げます。

下水道整備を行った区域につきましては、下水

道法第１１条の３により供用工事が行われ、その

日から３年以内にくみ取り式トイレ等は水洗トイ

レに改造することが法律で定められております。

続いて、水洗化率についてお答えを申し上げま

す。各家庭への接続につきましては、平成１１年

１２月末現在で６，３３３戸であり、水洗化率では

平成１０年度末で８８％と高い割合ですが、泉南

一丘団地を除けば７３％となっております。また、

公共施設からの接続に関しましては、平成１２年

２月末現在で総数４０のうち２６が接続済みでご

ざいまして、その中で３年以上経過しております

ものが、７戸を含む１４戸が未接続となっており

ます。準公共施設では総戸数４戸に対しましてす

べて接続済みとなっております。今後も水洗化率

の一層の向上を目指す所存でございますので、よ

ろしくお願いを申し上げます。

次に、教育の関連で、埋蔵文化財センター等に

おいてのボランティアガイドを設置してはという

御質問でございます。埋蔵文化財センターは、大

きく分けて埋蔵文化財の調査研究部門、主に１階

部分でございます。それと、その成果を普及、活

用する部門、２階部分、古代史博物館から成る施

設であります。センター部門においてストックさ

れた歴史資料を整理、研究し、その成果を博物館

部門において市民に還元するという、まれに見る

複合施設であります。

また、この埋蔵文化財センターは、平成７年に

オープンしました史跡海会寺跡広場に隣接し、広

場をより詳しく、より丁寧に説明を加えるガイダ

ンスを兼ねて行うことを目的として設置されたも

のでございまして、歴史的インテリジェンスに満

ちあふれた時間を気軽に過ごすことのできる空間

を設けるという最大の特色を持つ、言うならば市

民にサロンを提供する博物館を目指したものでご

ざいます。

現在、埋蔵文化財センターは、国の重要文化財

に指定されました海会寺跡出土品の展示を中心と



しまして、各種教室、講座、研修、見学会など幼

児から高齢者に至ります魅力ある教育プログラム

の実施に鋭意取り組んでおります。それらのプロ

グラムは、学芸員資格を持つ文化財の普及、啓発

担当職員及び博物館普及活動経験豊かなガイダン

ス要員によって行われておりますが、今後より地

域社会の人々に親しまれ、理解され、協力される

博物館活動を目指してまいります。

地域社会には、さまざまな分野にすぐれた知識、

技術、体験等を有する多彩な人材がおられます。

これらの人々に博物館の教育活動に参加、協力し

てもらう場づくりについて検討をしていきたいと

思います。

次に、保健センターで実施をいたしております

セット検診の受診率向上をもっと図るようにとい

うことでございます。

我々もこのセット検診については、平成１１年

度からスタートしまして好評をいただいておりま

すが、さらに受診率の向上を図るためにＰＲを含

めて努力をしてまいりたいと考えております。

また、医療の部門におきましての特に公的医療

機関の充実ということについてでございますけれ

ども、特にこの問題については私どもは済生会泉

南病院の整備という形で位置づけをいたしており

ます。

済生会泉南病院の進捗状況ですが、平成１０年

６月に泉南福祉医療保健ゾーン整備計画が示され、

地域の公的医療機関として済生会泉南病院の早期

整備に向け、りんくうタウンに福祉・医療・保健

ゾーンとして土地の取得も行い、まず平成１２年

度の完成に向け、特別養護老人ホームがこの３月

に着工される運びとなりました。さらに、この済

生会泉南病院及び老人保健施設等が平成１４年度

開設予定であり、計画どおり実施されるよう引き

続き強く働きかけてまいりたいと考えております。

なお、病院の中身の機能につきましては、従来

から高度医療の機能充実や専門医による高度診断、

あるいは泉南市で患者数の多い一般循環器内科領

域においても専門医体制を整備し、特殊専門外来

（糖尿病専門）等についても取り組む必要がある

と考えます。

また、健康管理センターにおいて疾病の早期発

－６１－

見、早期治療を病診連携し、効果的に行い、ＭＲ

Ｉ等高度診断機器の共同利用や退院後リハビリを

必要とする患者の老人保健施設の受け入れなど円

滑に行えるよう、中核医療施設となるよう要望し

てまいりたいと考えております。大阪府でも１つ

のモデルケースとして今回行われます福祉・医療

・保健の一体的整備ということでございますので、

いよいよこの３月に着工されることとなりました。

次に、介護保険制度に関連いたしまして、国保

税の納税と、それから介護保険料の徴収というこ

とについてお答えを申し上げます。

介護保険制度の創設に伴い、国保保険者は新た

に介護納付金を納付する義務を負うことになり、

この納付に要する費用については、第２号被保険

者から徴収する保険税で賄うこととなります。議

員御指摘のとおり、現状においても国保税につい

ては保険税を滞納する者が多く存在しております。

被保険者の負担の公平化と国保財政の安定化のた

めには、これらの滞納者から保険税を確保するこ

とが重要な課題となっております。そのため保険

税の収納率アップと滞納者対策に努めているとこ

ろでございます。

現状の国保制度においても滞納者対策に苦慮し

ている現況下にあって、介護保険の保険料負担が

加わることにより国保財政の運営はさらに厳しく

なることが考えられますので、事業運営者として

はこの厳しい現状を踏まえまして、今後はさらに

保険税確保のためによりよい方策と滞納者対策を

強化し、健全な国保運営に努めてまいりたいと考

えているところでございます。

次に、りんくうタウンの活性化のことでござい

ますが、りんくうタウンの本市部分、つまりりん

くう南浜の現状につきましては、産業振興や雇用

の面だけではなく、まちづくり、あるいは市財政

上の視点からも極めて遺憾であり、その活性化は

本市の重要課題の１つであると認識いたしており

ます。

本市といたしましても、りんくうタウンの振興

を図るため府の施策であります活性化ゾーン設定

と分譲価格の引き下げ、南地区全体への補助制度、

融資制度の活用との相乗効果をねらい、泉南市企

業誘致促進条例を昨年４月１日から施行いたしま



した。

その後、市商工会及び大阪府との三者合同で企

業誘致条例の説明会の開催や、府と合同でパンフ

レットの作成を行うなど企業立地のための努力を

行ってまいりましたが、泉南市域においては経済

情勢や企業マインドの冷え込みもあり、企業の設

備投資意欲は厳しい状況にあります。しかしなが

ら、今後ともりんくうタウンの活性化のため大阪

府と連携して優遇措置を十分ＰＲし、企業立地に

努力してまいります。

一方、市といたしましても、りんくうタウンへ

のにぎわいづくりを求め集客施設の誘致を昨年３

月に大阪府に要望したわけですが、緑地部分にお

きまして、まず中央ポンプ場から和歌山側におき

ましては、大阪府企業局におきまして民間資本を

活用した社会資本整備という形でのレストラン街

の計画を立てていただいておりまして、平成１２

年度に公募いたしまして、平成１３年度に開設す

る方針が出されました。

市もまた、中央ポンプ場の大阪側におきまして

は、道の駅的な施設の整備を考えておりまして、

今この道の駅的整備の庁内の検討会の立ち上げを

いたしまして、その内容の検討を行っているとこ

ろでございます。なお、りんくうタウンの土地利

用のあり方についても重要であると考えており、

より一層の活性化に向けまして、今後とも大阪府

と十分連携を図りながら対応をしてまいりたいと

考えております。

次に、情報公開条例の徹底と、それから市民へ

のＰＲということでございますが、平成１１年９

月の第３回定例会で御承認をいただきました泉南

市情報公開条例と泉南市個人情報保護条例ほか関

連２条例が、この４月から施行されます。市とい

たしましても、市が保有している情報を公開し、

市民の方々にこの公開制度により、より積極的な

市政への参加を促進し、より一層開かれた市政の

実現を目指すため、４月の施行実施に向けて鋭意

準備作業に努めております。

その一環としまして、本年３月号の広報紙には

「情報公開、開かれた市政の実現のために」との

タイトルで特集ページを設けております。内容と

しましては、制度の説明をわかりやすく、また個

－６２－

人情報の保護制度も具体的に記載するほか、請求

から公開までの手続ということで図解でもわかり

やすく説明をさせていただいておりまして、啓発、

ＰＲに努めているところでございます。

また、４月１日の施行と同時に、この情報公開

制度のスタートに合わせまして、一定の人数の市

民が集まっていただいた場合は、市から幹部職員

を派遣していろんなテーマについて話をし、意見

交換をしていただく制度、名づけて「泉南伝市メ

ール講座」制度も新たに創設し、書類やペーパー

による情報公開ではなく、言葉や気持ちを直接伝

えて、またそれにより市民参加を促進するという

ことも含めて、より情報公開制度の充実に努めて

まいる所存でございます。

次に、行財政改革の成果等についてでございま

すけれども、平成８年１２月に行財政改革大綱を

策定いたしまして、平成９年度より３年間を計画

期間として、毎年実施計画のもとで行財政改革を

推進してまいりました。そして、事務事業、組織

機構の見直しや人件費の抑制、行政運営体制の簡

素、効率化、財源の確保など改革を実施し、一定

の成果が得られたところでございます。

成果内容の主なものといたしましては、特別職

給与や職員手当の削減、経常経費の削減、市単独

補助金の見直し、課及び係の統廃合、市税徴収策

の強化、使用料、手数料の見直しなどを実施した

ところでございます。しかしながら、依然として

深刻な財政状況は続くものと考えざるを得ません。

今後の方向といたしましては、早急にこれらの３

年間の成果を分析、検証した上で、新たな改革案

を策定をしてまいりたいと考えております。

御指摘ありました経常収支比率につきましては、

当初の目標を達成することができない残念な結果

になりましたけども、平成１１年度におきまして

は、１０年度に比べてかなり改善がされるものと

いう見通しを持っております。引き続き経常収支

比率の改善に努めてまいりたいというふうに思い

ます。

また、削減効果としては約１０億円程度の削減

効果があったということと、投資的経費も今後お

おむね２０億円を年間の計画として一定の定率化

を図ってまいりたいと考えております。



それと関連をいたしまして、先般新聞報道にあ

りました小田原市が税滞納者に対しまして一定の

公表をする条例を提案するという記事が載ってお

りました。私も、この問題につきましては新聞報

道を見まして、大変関心を持って見たところでご

ざいます。そして、早速担当の方にも小田原市の

方に資料の請求をして、いろんな関連資料を取り

寄せるようにという指示をいたしております。

現在、小田原市の方に照会中でございますが、

きょう現在まだ入手いたすところまでは至ってお

りませんが、税収アップを図る施策の１つではな

いかというふうに関心を持ってございます。した

がって、プライバシーの問題とか大変難しい課題

もあるというふうには思いますが、それらも十分

分析しながら、小田原市の今回の発案を参考にし

ながら、我々の方でも一応検討をしてまいりたい

と考えているところでございます。

それから、新しい行政評価制度を考えていく必

要があるのではないかということでございますけ

れども、御指摘ありましたように、我々も先般の

御質問にもお答えしましたように、現在行ってお

ります事業につきまして事業再評価を昨年行いま

した。一般の方、学識の方に入っていただいて、

第三者機関的にやっていただきまして、下水道、

街路、河川事業について再評価をしていただきま

した。

また、その他の行政項目についても、大阪府で

も数値による再評価システムを制度化するという

ことで今具体に動き出しております。私どももそ

ういう観点に立ちましていろんな角度から検証す

る必要があるというふうに思っております。

特に、プラン、ドゥー、チェック、アクション

というＰＤＣＡ方式ですね、循環さして再チェッ

クしていくという制度化が必要であろうというふ

うに思っております。このＰＤＣＡは、私どもが

進めております環境ＩＳＯでもこの手法がとられ

ておりまして、これによってそれぞれチェックす

ると。計画し、行動し、チェックし、そしてそれ

をまた実施に向けるというやり方でございますが、

そういう制度も今回我々の方も大阪府の制度を検

証しながら検討をしてまいりたいと考えていると

ころでございます。

－６３－

最後に、土地開発公社の持っている用地の処分

の問題でございます。これについては、まず１つ

は土地開発公社というのは、将来公共用地あるい

は公共事業を行うために市から依頼を受けて、そ

の土地を先行取得するやり方ではないかと、それ

に間違いないかということでございますが、その

とおりでございます。

それから、御指摘ありましたように、今現在た

くさん所有しておる土地がございます。１９事業

の中で、御指摘ありましたように全体で１３０億

余りの取得原価となっております。利子も含めた

数値となっておりますが、これらについては今財

団法人泉南市土地開発公社の方で利用可能なもの、

そして暫定的に利用するもの、そして処分をする

ものということでの区分けを行っておりまして、

近い時期に実際具体にその行動に入りたいという

ことで、今検討をしていただいているところでご

ざいます。

私といたしましても、土地開発公社に対しまし

ても、市長部局との関係でそういう処分なり何な

りという中での合意形成については、お互いに十

分協議しながら一定の方向をきちっと定めて、で

きるだけ身軽になるように今後とも全力を挙げて

取り組んでまいりたいと考えております。

済みません、火葬場の整備について漏れており

ました。

火葬場の整備については、泉南市の方で既に計

画を持って今地元に説明会に入っております。御

指摘ありましたように、火葬場とそれから墓地公

園がございますが、我々も、議員御指摘ありまし

たように火葬場の方から先にやりたいということ

で、地元に説明をいたしております。そして、各

地域の対象者に対しまして、既にでき上がってお

ります新しい火葬場の見学等も既に実施をいたし

ておりまして、かなり参加をいただきました。そ

の中で、今地元の地区と合意形成に向けてお話し

合いを進めております。できるだけ早く御理解を

いただいて、都市計画決定に向けて進めてまいり

たいと考えております。

それから、もう１つちょっと漏れておりました

が、今回市職員の給与も一部カットするわけでご

ざいますが、それと関連いたしまして、今後大量



に発生する退職者に対する退職金について基金を

つくる考えはあるかということでございますが、

今回人件費でかなり抑制をいたします。その財源

の一部については、やはりこういう将来発生する

であろう退職者に対する手当に対する積み立てと

いいますか、そういう形で一定やはり留保してい

く必要があるというふうに考えておりますので、

我々も今回の人件費削減の中の一定部分について

そういう考えを持ってございます。

以上でございます。

○議長（嶋本五男君） 上山君。

○１８番（上山 忠君） それでは、数点にわたっ

て再質問をさせていただきたいと思っております。

まず、今言いました退職金の基金については、

今回２％痛みを分け合うということで、原資とし

て年度で約９，２００万円の原資が発生するという

ことでございますし、この退職金の問題について

も、ある程度推察しながらですけども、各年度ご

とに総務費の中でそれぞれの予算計上をしておら

れるという形をお聞きしてるんですけども、今後

発生することについてのやはりこの貴重な財源に

対して、今後も発生する退職金についてちょっと

でも充当できたらどうかなと。

過去に財政厳しき折、泉南市でも退職金の分割

払いをしたという経過もございますし、今職員の

方々も今後こういう形で退職される方に十分仕事

をしてもらって、その結果として退職金を支払い

ますよという形になるのがベターじゃないかと思

いますので、その辺についてはよろしくお願いい

たします。

それと、国保税の滞納ですけども、ここに資料

をいただいてるんですけども、まず平成６年から

１０年度を見てみますと、収納率というのが約９

０％ぐらいでずうっと推移してきてるという中で、

やはり一般会計からの繰入金が約５億ほど毎年繰

り入れされてる中で、ちょっとずつ改善されてき

てる中で、累積赤字が５億８，０００万円ほどあっ

たやつが７，２００万ほどに減ってきてるという努

力の跡も見られますし、なおかつ単年度で見ます

と平成１０年度では５，６００万円の一応黒字計上

という形になってるんです。

しかし、税というからには負担の公平さという

－６４－

ところでは、やはり滞納する人には滞納する人の

理由があると思うんですけども、しかし、そうい

うことを聞いておったらやはりこれについては、

先ほど言いましたように払ってる人がばかを見て

るような感じ、特に二重払いの件を先ほど壇上で

言ったんですけども、そういう納得性をどこに持

っていくかということになると、やはりそれは今

滞納しとる人にいかに払ってもらうかに尽きると

思うんですけども、その辺についてどのような考

えをお持ちでしょうか。

○議長（嶋本五男君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 各市とも国保会計について

は大変な状況にあるわけでございまして、泉南市

もかつては大変な累積赤字を抱えておったわけで

ございますが、近年かなり改善してきておりまし

て、おっしゃるように累積赤字も約６億近くあっ

たものが７，０００万程度に減ってきたということ

になっております。

ただ、御指摘のように一般会計からかなり繰り

入れておりますので、これは国保加入者以外の方

からもやっぱり投入してるわけですから、確かに

二重じゃないかという御指摘もございます。です

から、本来は国保は国保で十分運営ができるよう

にしないといけないというふうに思っております。

そのためには収納率を上げるというのは避けて通

れない話でございまして、我々の方もその収納率

の向上に努めておりますが、いかんせん９０％前

後で推移をしてるというのが現状でございます。

今回、一般の市税の方はかなり強化して、夜間

臨戸徴収を初め一生懸命努力をいただいておりま

す。それとあわせまして、この国保税の方の担当

の方もあわせて収納率の向上に今一生懸命取り組

んでいるところでございます。ですから、市税そ

れから国保税含めて、全体的にやはりこの収税率

のアップを図らなければいけないということでご

ざいますので、いろんな体制の強化を含めて、今

後ともこの収納率アップにつなげていくように最

大の努力をいたしたいと考えております。

○議長（嶋本五男君） 上山君。

○１８番（上山 忠君） それでは、行財政改革に

ついて再度お尋ねしたいと思っておるんですけど

も、これは何遍もずうっと議会のたびに言うてる



ように、目標と結果をどうとらまえるかというこ

とですけども、やはり目標を立てた以上、結果に

結びつけるような行動が必要ではないかというこ

とで、いろんなことを言ってきました。

そういういろんな努力をされた中で約１０億程

度の節減効果があったということについては、や

はりそれなりの結果が出たんだなという気はする

んですけども、あくまでも市民に約束した目標と

結果、それが最終的に問われてくるんではないか

と思いますので、早急にこの３年間の中のやった

ことに対しての精査をし、次にどういうふうな形

でつなげていくかということを再度検討して、再

度市民の方に示していただきたいと。

そういう中で仕事のあり方についてもいろんな

話をさっきさしてもらったんですけども、現状の

中で見ると、やはり投資的経費というのは削減で

きるのにある程度限度があるんではないかと。そ

ういう中で、人件費についてもある程度定昇等で

は数％程度上がっていくし、公債費についても多

少抑えながらでも上がっていくだろうと。扶助費

についても、今回の介護保険がどういうふうに扶

助費の中に入ってくるかということを考えたとき

に、やはり入りをいかにしてふやしていくかとい

うことがより重要になってくると思います。

そういう中で、この小田原方式という言い方を

するわけですけども、かなり思い切った施策をと

られてますし、こういう中で世間一般にいう高額

納税者については公表してるけども、高額滞納者

はなぜ公表できないんかと、そういう問題点も指

摘されてる中で、やはりちゃんとした税金を納め

てもらえるような仕組み、制度、これは今後の最

大の重要ポイントじゃないかと思うんですけども、

再度その辺のところ、どういうお考えか。

○議長（嶋本五男君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 市税の徴収率の向上につき

ましては、昨年も大阪府から税の専門家を３カ月

派遣をいただきまして体制を組みまして、かなり

の効果を上げました。また、年末には御承知のと

おり大阪府と一緒になって泉南市も大々的にＰＲ

して夜間の臨戸徴収を行いました。また、この３

月も幹部職員、課長代理級、課長級も含めてチー

ムを組んで再度徹底的に徴収するというプログラ
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ムも組んでおります。

それと、一方では、差し押さえはもちろんのこ

と、昨年、資産がある方についてはそれを処分す

るという公売を初めて導入いたしました。これら

によってかなりの成果が上がってきたというふう

に思っておりますが、なお引き続いて１２年度も

大阪府の方から税の専門家を市の方に派遣をいた

だいて、きちっと体制を組んで目に見える形で目

標を定めて行動できるようにしていきたいという

ふうに考えております。

それから、小田原方式の件でございますが、こ

れは私も以前から思ってはおったわけですね。な

ぜかなということでですね。ですから、それが初

めて小田原の方で条例化するということで、この

３月議会に上程されているようでございますけれ

ども、その辺の議論あるいは法的な問題等、十分

検証しながら参考にしたいと。可能ということで

あれば、それは１つの大きなインパクトを与える

ものであろうというふうに考えているところでご

ざいます。

○議長（嶋本五男君） 上山君。

○１８番（上山 忠君） それでは、仕事のあり方

をどう変えるべきかということで、今三重県の北

川知事がいろんなことを提案されていますし、そ

ういう中で全国自治体の借入金残高が１６０兆円

を超え、もはや地方財政は目先の支出を抑えたぐ

らいでは改善できないと。予算の一律カットでは、

本来伸ばさなければならない分野も同様に削られ

る結果となりかねないと。自治体が歳出構造を抜

本的に見直すためには、まず各部門が自己責任で

プロジェクトの優先順位を判断する必要があると、

こういうふうに述べられてるんですけども、至極

当然なことだと思うわけですね。

今まで行政の仕事というのは、やはり過去の踏

襲でやってきたような感じが見受けられますし、

セクション主義というんですか、部門部門での成

果という形でのチェックがされてないと。

それから、先ほど言いましたように、頭を切り

かえるというか作業のあり方を切りかえる中で、

やはり市長も答弁の中でありました南部下水道組

合ではＩＳＯ１４００１を取るときに管理のサー

クルを回しながら改善を進めていったというふう



な御答弁がございましたけども、やはりこういう

管理の手法というのはほんとの基本的な仕事のや

り方だと思うんですけども、やはりそういう形で、

今自分がやってる仕事は本当に市民のためになる

仕事かということを常々チェックしながら仕事を

していかなければ、最終的には自分たちのこの固

まった庁舎内だけでの仕事になってくるんじゃな

いかと思いますので、その辺のところもやはり財

政をいかに立て直して、いかに市民にサービスで

きるかというのが今後の課題だと思うんですけど

も、その辺のところについて再度お伺いしたいん

ですけど。

○議長（嶋本五男君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 泉南市もこれから年間投資

経費として２０億円前後で一定推移をしていく計

画をいたしておりますので、その中で何を優先し

ていくかと、いわゆるプライオリティーをどこに

持っていくかということが非常に大切だというふ

うに思っております。

したがって、それぞれの部署で事業を計画した

り、あるいは執行している分もありますけれども、

これらについてももう一度、先ほど言われました

ように行政再評価システム、そういうものを構築

した中で検討していく必要があるというふうに思

います。

ただ、我々行政は、もちろん市民の福祉向上と

いうことを前提にいろんな事業を行ってるわけで

ございますけれども、当面やるべき仕事と、やは

り市の将来、長期的に見て今やっておかなければ

いけない仕事と大きく２つあると思うんですね。

ですから、そのあたりもやはり見きわめて、当面

のことだけばかりやっておってもなかなか将来の

発展が望めないということになりますから、きち

っと今やるべきことと中長期的にきちっとやって

いかなければいけない事業との分類、そして精査、

そういうことをやっていかなければいけないとい

うふうに思います。

ですから、先ほど言いましたように、プラン、

ドゥー、チェック、アクションの精神に基づいて、

今後再構築をしていきたいと思います。

○議長（嶋本五男君） 上山君。あと３分です。

○１８番（上山 忠君） 開発公社のあり方でちょ
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っと再度お尋ねしたいんですけども、この中でい

ろんな土地を持っておられる、通称一般的に塩漬

けというふうな呼び方をされて、各地方自治体が

困っておるというのが昨今だと思うんですけども、

この泉南市の中でも一例を言いますと、樽井駅前

広場代替用地ということで昭和４８年に８，０５０

万ほどで購入されて、そのままずっと塩漬けして

何層にも塩がたまってるんだと思うんですけど、

その塩を取り除くのに難儀しておられると思うん

ですけども、支払利息が３億１，５００万という形

になっております。

こういう形で、やはり公共用地で必要であるか

らこそ開発公社にお願いして取得した土地が、何

でこんなに二十数年間も放置されてるのかという

ことがまず疑問に思うわけですけども、それはさ

ておいて制度上の問題点として、開発公社の理事

長は助役がやっておられるんですけども、助役は

今のところ２年間でまた府の方に帰っていかれる

というふうな形で、本当に責任持った運営ができ

ているのか。この辺のところをやっぱり見直して、

今この開発公社のあり方、その責任のあり方、市

とどういうふうな話をしてこの塩漬けになってる

ような土地をいかにして処分というんですか、そ

ういう形も当然出てこようとは思うんですけども、

その辺のところについてどうお考えであるか、お

願いいたします。

○議長（嶋本五男君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 御指摘ありました樽井駅前

広場の代替用地につきましては、御承知のように

樽井駅前の交通広場がほぼでき上がっておりまし

て、ですから、その中でこの先行取得しておりま

す場所に移転を希望する方はほとんどおられない

という状況でございますので、一定の役割は済ん

だというふうに考えております。したがいまして、

そういうものについては、しかもあそこは府道に

接しております土地でございますから、特に後の

利用目的もないということで処分の方向で検討を

いたしているところでございます。

そういうふうに、その目的あるいは内容によっ

て、先ほど言いましたように残しておくべきもの、

そして暫定利用するもの、あるいは役割が一定済

んだものということに区分けをいたしまして、そ



れぞれの中で処分は処分として考えていく必要が

あるというふうに考えておりまして、公社の方で

今整理をいたしておりますので、近い時期にまた

具体に御報告もさせていただきたいと思います。

○議長（嶋本五男君） 以上で上山議員の質問を終

結いたします。

次に、５番 大森和夫君の質問を許可いたしま

す。大森君。

○５番（大森和夫君） おはようございます。日本

共産党の大森和夫でございます。２０００年第１

回定例議会に当たりまして初めて代表質問を行い

ます。不備な点や不なれな点があればお許しくだ

さい。

日本共産党泉南市会議員団を代表して、市長の

市政運営方針と政治姿勢など市政上の幾つかの当

面する問題について質問いたします。

２０００年という世紀の変わり目ですが、この

大事な世紀の変わり目に、国民にとって非常に危

険な小渕・自・自・公政権ができました。日本を

取り巻く状況は、越智金融再生委員長の辞任、連

続する警察の不祥事問題など、非常に危機的な中

にあります。しかし、小渕内閣はその危機感を全

く持たず、またその危機に対応する方策を探究も

しない、それがこの内閣の特徴となっています。

今、国民が政治に求めている景気回復や、また

日本の将来についてだれもが憂いているのは、国

を初め地方の財政の破綻についても同様でありま

す。２０００年予算案においても、財政再建の見

通しも展望を示さないまま、景気回復に逆行する

予算案を押し通そうとしています。これは無責任

の上塗り以外の何物でもありません。２０００年

予算に求められているのは、景気回復のために国

民の暮らしや社会保障に思い切って予算を回すと

ともに、財政再建の確かな目標と見直しを示すこ

とです。そのためには、公共事業に５０兆円、社

会保障に２０兆円という逆立ち財政の構造を根本

的に転換する必要があります。

大阪における２０００年の幕あけとなった府知

事選で、日本共産党が推薦する明るい会の鯵坂真

さんが、投票率が過去最低になったもとで、前回

票を約１０万票上回る１０２万票を獲得し大善戦

しました。これは、大型公共事業ばらまき、開発
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優先主義を続けてきた大阪府政に対する有権者の

厳しい意思表示であるとともに、自・自・公の横

暴に対する抗議の意思ではなかったでしょうか。

以上の立場から大綱３点について市長に質問い

たします。

大綱第１として、市長の政治姿勢についてお聞

きいたします。

昨年から強制わいせつ容疑による知事の辞任、

泉佐野の松浪啓一元府会議員、田尻町の石谷元町

長が土木建設にかかわって逮捕される事態が起こ

っております。隣接する行政区の事件であり、市

民は泉南市は大丈夫かと心配しております。同時

に、泉佐野市の市長がかわりましたが、市長の政

治姿勢とともに市長の見解、感想をお聞かせくだ

さい。

また、市長は、情報公開条例の趣旨を基本に開

かれた姿勢を目指すと述べておられますが、りん

くうタウンに進出するヒューマンサイエンスにつ

いて、もっと積極的に市民にも議会にも情報を提

供すべきではなかったでしょうか。市長の考えを

お示しください。

大綱の第２としまして、市の危機的財政状況に

ついてお聞きいたします。

関西空港２期工事に国内外から批判が高まる中、

空港連絡南ルートに３００万円もの調査費がつけ

られました。これは公共事業のばらまきを拡大す

るだけのものであります。泉南市が行うものでも

ない事業になぜ税金をつぎ込むのか、むだな浪費

は即刻やめるべきです。この調査費のつぎ込みを

いつまで続けるのか、その展望をお示しください。

また、牧野公園の土地購入に莫大な税金をつぎ

込まず、市や開発公社の保有地の活用ができない

のか。今、市・公社の保有地こそ、市政運営方針

に書かれているように、「限られた財源でなお一

層の行政施策の手腕が問われているところ」では

ないでしょうか。

その一方で、教育予算の総額が大幅に削減され

ています。これでは、運営方針にある「人間性を

培うことができるよう教育環境の整備を積極的に

進め」るとありますが、これに反するのではあり

ませんか。２０００年の予算は、空港関連など大

型開発事業や同和優先で陥った財政難を市民にし



わ寄せするものであります。

市長は、市の財政難の責任はどこにあるとお考

えですか。また、行財政改革が進まない責任はだ

れにあるとお考えですか。市民や市の職員にその

責のないことは明らかです。ここを明確にせず痛

みを分かち合うということで人件費の抑制を進め

ることはいかがでしょうか。その責任を明確にし

てこそ、市長が全職員の先頭に立つことができ、

職員一丸となれるのではないでしょうか。市長の

見解をお聞かせください。

大綱３番目に、空港関連など開発問題について

お聞きいたします。

景気の低迷が市の財政にも悪影響を及ぼしてい

ることは明らかです。市長は、関西国際空港の２

期事業や南ルートの建設、農業公園の建設など大

型開発推進の立場をとられています。国際的にも

国内でも財政を無視した公共事業ばらまきに批判

が高まっています。知事選でも泉佐野市の市長選

挙でもこの点が争点になりました。市長は、２期

工事を初めとするこれらの大型開発が、景気回復

や財政再建につながっているとお考えでしょうか。

市長の見解をお聞かせください。

次に、運営方針、住環境の整備についてお聞き

いたします。「下水道の普及率が３０％近くにな

り、順調な伸びを示している」とありますが、空

港の１期事業でおおむね下水道の普及率が一定進

むはずだったのに、いまだに３０％の普及率しか

ないのではないでしょうか。これを順調な伸びと

言うのでしょうか。新家地域にまで流域下水道幹

線が延伸整備されると運営方針には書かれていま

すが、新家に下水道が通る予定があるのですか。

新家の住民は、いつ下水道が通るかと楽しみにし

ております。市長の見解をお聞かせください。

以上で壇上からの質問を終わります。市長の御

答弁次第で、後は自席から再質問をさせていただ

きます。よろしくお願いいたします。

○議長（嶋本五男君） ただいまの大森議員の質問

に対し、市長の答弁を求めます。向井市長。

○市長（向井通彦君） 大森議員の御質問に順次お

答えを申し上げます。

まず、１点目の大阪府議会議員等の不祥事、そ

れからお隣の田尻町長の不祥事についてどう思う
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かということでございますが、大阪府議につきま

しては、泉佐野だけではなくて堺でもこの間ござ

いましたし、大阪市議会議員もございました。そ

ういうことで、政治家に対する信頼が非常に薄ら

いできているのではないかというふうに大変危惧

をいたしております。

本来、政治家は当然公平・公正でなければなり

ませんし、清潔でなければなりません。それが、

今回のようなこういう事件を起こしたということ

は、全く残念でございますし、また遺憾に思うと

ころでございます。

なぜこういうことが起こったのかといいますと、

府議の場合は公共工事による価格の漏洩問題でご

ざいます。ですから、そういうシステム自身、や

はり大阪府として問題がなかったのかどうかとい

うことも含めて検証をする必要があるのではない

かというふうに思っております。

それと、田尻町の場合は、これも指名に関連し

た内容であったというふうに新聞報道でございま

したけども、泉南市におきましては、これらの指

名要綱あるいは入札に関する基準等がきちっと以

前から整理をいたしておりまして、その要綱に基

づいて指名なり、あるいは対応をいたしておりま

す。特に政治家である市長が、その指名委員会等

にはかかわれないシステムを既に構築をいたして

いるところでございまして、こういう懸念は全く

ございません。

それから、またこの１月からは価格の事前公表

制も導入いたしまして、その価格を探るとか、そ

ういうことは全く必要がないわけでございまして、

より透明性を高めたものというふうに考えており

まして、その都度その都度改善を遅滞なく行って

きた結果が、現在泉南市の状況でございます。御

心配はないというふうに考えております。

それから、泉佐野市の市長選挙についての感想

をということでございますが、あそこの場合は複

数人が出られましたけれども、その中で泉佐野市

民が選択をされたことでございますので、それは

それとして私としても受けとめをいたしていると

ころでございます。

次に、情報公開と関連いたしまして、りんくう

タウンに進出するヒューマンサイエンス財団につ



いて、もっと積極的に市民に情報を提供すべきで

はなかったかということでございますが、私ども

御相談を受けた段階で、次の機会の議会でもお示

しをさせていただきましたし、あわせまして先に

地元の浜区、それから樽井両区の区長さんに、こ

ういう計画が来ておるということで御説明をいた

しております。遅滞なく行っております。

それから、空港に関連をいたしまして、今回計

上もさしていただいておりますが、南ルートの問

題でございます。新年度におきましては、運輸省、

建設省両省が中心になって、地元も参画した形で、

南ルートを含む関空周辺地域交通ネットワーク調

査が実施されることとなりました。これまで本市

が提起してきた政策や要望活動、加えて市議会で

のたびたびの決議や要望書の提出などもあり、着

実に理解の輪を広げてきた成果だというふうに思

っております。

現在の北ルートは、絶えず機能停止の不安定要

因を抱いておりまして、また上水道、電気、ガス

などのライフラインについても心配な点がござい

ます。さらには、沿道環境問題を考えた交通量の

分散化、地域間の相互連携を支援する交通軸の形

成、国際空港と一体となった広域交通体系の充実、

将来的な交通需要増加への対応などを考えますと、

南ルートの必要性はますます大きくなってきたと

ころでございます。

また、新年度におきましては、大阪、和歌山両

府県の自治体で期成同盟会のような組織を設立す

る予定でございますが、南ルートを根幹として多

様なアクセス網、阪神高速道路湾岸線や第二阪和

国道の延伸、京奈和自動車道の早期完成、紀淡連

絡道路の早期実現の整備を目指し、協議調整、合

意形成や要望、広報活動を行ってまいることとい

たしております。

とりわけ本市にとりまして南ルートは、空港利

用者、空港従業員など直接本市域へ呼び込むこと

ができるほか、りんくうタウンの活性化、連絡す

る沿道の利用やまちづくりも期待できるなど、市

域の発展には効果的な事業であると認識をいたし

ております。今後とも市議会の御理解を得ながら、

空港連絡南ルートの早期実現に向けて最大限の努

力をしてまいりたいと考えております。
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なお、調査費につきましては、平成１２年度で

初めて予算化したものでございまして、この調査

の進め方について、現在国、それから府県、私ど

も、また関空会社とともに準備作業を行っており

ます。いつまでということでございますが、それ

はこれらの調査の内容によって変わってくるもの

と考えております。

それから、信達牧野公園の件でございますが、

都市計画公園の必要性については議員も必要とい

うふうにお考えですね。はい、ありがとうござい

ます。そのことを前提にお話を申し上げたいと思

います。

都市計画公園は、特に街区公園と言われる公園

は、児童の誘致距離を２５０メートルの中に１つ

の公園が必要というふうに位置づけをされており

ます。今回の牧野公園につきましては、現在信達

牧野地区におきまして都市計画公園が１つもない

という状況の中で、公園の整備を検討したもので

ございます。場所の問題につきましては、この信

達樽井線から大阪側で現在検討しているわけでご

ざいますが、先ほど言いましたように２５０メー

ターの誘致距離でございますから、信達樽井線か

ら和歌山側でも当然将来必要になってくるという

ふうに考えております。

そこで、なぜ大阪側を選択したかということで

ございますが、まず立地場所が信達幼稚園、信達

保育所のちょうど向かい側といいますか、近隣で

ございます。そういうことから、そういう園外保

育の利用も含めて場所的に非常にいいということ

と、それからあの街区につきましては、御承知の

ように旧ライフのところから大阪側はかなり長い

距離に住宅あるいは工場等が張りついております。

それを一定この都市計画公園によりまして分断を

するということによりましての防災効果、そして

また、牧野柳原線から牧野山手線に至ります連絡

通路として活用できるということ等を考慮いたし

まして場所を選定したものでございます。

また、用地の確保というのが当然前提になって

くるわけでございますが、それの確保のめどもつ

いたということで考えたところでございます。

ですから、議員先ほどうなずかれましたように、

都市計画公園というのは多数これから必要でござ



いますから、それをどこから先にやるかという順

位の問題をおっしゃっているんかなというふうに

思いますが、私どもは最初にそこから手がけると

いうことにしたわけでございます。

それから、市の財政難の問題ということでござ

いますが、御承知のように、泉南市は都市基盤の

整備、いわゆる道路、公園、下水道等、都市で市

民が生活する上の最低限の施設、いわゆるシビル

ミニマムと言われる施設を重点に整備をしてまい

りました。

御承知のように、道路網については随分と整備

をされて、多くの市民の皆さんに利便を供してい

るところでございますし、下水道については後ほ

ど触れますが、約３０％の普及率まで達すること

ができました。また、都市計画公園も、りんくう

を初め今回の公園も含めて着実に整備をいたして

きております。また、総合福祉センターも福祉の

核ということで整備をいたしました。埋蔵文化財

センターもそうでございます。そういう市民に密

着した必要施設を整備をしてきたわけでございま

す。

それらに対する起債の償還が、この平成１３年、

１４年ごろにピークを迎えるということでござい

まして、公債費の増加というのが財政を圧迫して

いる大きな１つの要因でございます。それととも

に、今度は入の方の税収の減、こういう社会情勢

でございます収入減というものもございます。こ

ういうことが相まった中で、これは泉南市だけで

はございません。全国の各自治体が同じように財

政難に悩んでいるという状況でございます。

また、行財政改革が進まなかったのではないか

ということでございますが、今各都市で緊急に取

り組む都市も出てまいっておりますが、我々はい

ち早く３年前 強いて言えばその前に緊急対策

もやったわけでありますが にこのときあるこ

とを予測いたしまして、既に行財政改革に取り組

んでまいりました。

その成果につきましては、先般来の代表質問で

もお答えいたしておりますように、歳出の方で約

１０億円の削減を図ったということと、それから

投資的経費も三十数億から６０億程度年間投資を

しておりましたものを年間２０億円に抑制をいた
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してきております。そういうことで非常に大きな

成果を生んだというふうに理解をしておりますの

で、進まないという指摘は当たらないということ

でございます。

ですから、私どもはこの３カ年の成果と、それ

からまだ至らなかった分も確かにございますから、

それらをきちっと分析、検証いたしまして、次の

新しい３カ年計画をつくっていきたいと考えてお

ります。

次に、関空事業や南ルートあるいは農業公園な

どの大型開発を推進してきたということでござい

ますけれども、空港については御承知のとおりで

ございますし、南ルートも先ほど申し上げました。

農業公園、あるいは農地開発を行うようになった

経過というのは、大森議員、一番新しい議員さん

でございますので、これも１つお聞きをしたいん

ですが、そのいきさつ、経緯というのは御存じで

いらっしゃいますでしょうか、農業公園、農地開

発を行うに至った経緯。

わからないと思います。では、私の方から御説

明を申し上げます。まず、農地開発につきまして

は、岸元知事が地域で懇談会をされたときに、泉

南市の農業者、特に花卉組合の皆さんが、市街化

区域で今個々それぞれ花卉の栽培をされておられ

るわけでございまして、泉南の花卉というのは全

国でも有数なブランド品に育ってきております。

そういう中で、その花卉組合の皆さんの提案によ

りまして、できれば一括して集中できて、組合と

して集中的な栽培なり、あるいは出荷なり、ある

いは営農ができるところをつくってほしいという

要望からスタートしたものでございます。

それを受けまして、大阪府の方でその要望を検

討されて、知事懇談会の要望でございましたから、

その要望を受け、またヒアリングもされて、大阪

府の方でこの新しい農地を開発するということに

なったものでございます。

したがいまして、言われますように行政が発案

でやったものではないということでございますの

で、まずそのスタートラインをきちっと御理解を

いただきたいというふうに思っております。

それから、農業公園を建設するに至った経過は、

その農地開発をするにつけて地元説明会をいたし



ました。その中で、地元の地域の方々からせっか

く花の団地が来るんであれば、その花の団地だけ

では非常にもったいないといいますか、惜しいと。

もっと活用すべきであるという御提案をいただき

ました。そして、その隣接地に農業公園的なもの

をつくって、花と農業、一体的に整備をして市民

のレクリエーションあるいは憩いの場にしてはど

うかという御提案をいただいたものでございます。

それを受けまして、私どもも種々検討した中で、

市民の皆さんの御提案を積極的に取り上げさせて

いただきまして、農地開発と農業公園という形で

現在事業を行っているものでございます。むしろ

市民提案によって提起された事業でございます。

それがスタートラインでございます。

その中で、現在の状況も見据えまして、農地開

発についてはその後の需要調査を再度いたした中

で、一定規模の縮小もいたしております。それか

ら、農業公園につきましても、もっと短期間で行

う予定でありましたものをスパンを長くいたしま

して、適正規模の投資の中で現在事業を行ってい

るものでございまして、そういう御指摘は当たら

ないのではないかというふうに考えております。

それから、関西国際空港やそういう大型プロジ

ェクトが、地域経済あるいは景気の回復に役立っ

たのかという御指摘でございますけれども、関西

国際空港１期につきましては、１年間で経済波及

効果が６，６００億円あったという産業活性化セン

ターのまとめの統計も出ております。

また、関空２期事業の経済的効果といたしまし

て、関経連が推定したものといたしましては、関

空２期事業の経済効果として１１兆３，０００億円

という数字、そして雇用については１９万人の雇

用効果があるということが既に発表をされており

ます。

また、本市におきましては、空港第１期につき

ましては、人口の約１％に当たります６００人の

方々が空港本島に何らかの形で勤務されておられ

るという雇用の効果がございました。また、最近

の効果では１，０００人を上回る方の効果が既にあ

るという統計結果も出ておりますから、少なくと

も地域並びに社会全体に与えた効果というのは非

常に大きいものがあるというふうに考えておりま

－７１－

す。

次に、下水道の普及ということでございますが、

元来下水道というものは、過去においては全部整

備するのに約１００年かかると言われたものでご

ざいます。それが最近、事業進捗が非常に早くな

りまして５０年程度に縮まり、また現在では３０

年から５０年のスパンというのが一般的な通説に

なっております。

そこで、御指摘ありました泉南市の普及率が３

０％、これは順調な伸びと言えるのかという御指

摘でございますが、まさに順調な伸びでございま

す。これは大阪府下でも、泉南地域、特に大阪湾

岸南部流域下水処理場というのが一番後でできた

わけでございます。その中で最も遅く立ち上がっ

たわけでございますが、平成１０年度末の下水道

普及率で申し上げますと、泉南市は２９．７％でご

ざいます。既に相当先から先発いたしております

貝塚市が２６．３％、阪南市が２３．３％、泉佐野市

が１６．１％、岬町が８．３％でございます。なお、

泉南市のすぐ上は、これも相当前からやっており

ます河内長野市でございまして３２．４％、羽曳野

市の３２．５％ということでございます。

したがって、これを見る限りでもわかりますよ

うに、一番後でスタートしたにもかかわらず、泉

南市はいろんな知恵を出してここまで普及率を高

めたということでございまして、大阪府も大変大

きな評価をいただいているところでございます。

今後ともさらに普及率の向上に全力で取り組んで

まいりたいと思います。（成田政彦君「一丘団地

は泉南市は何もしてない。大阪府が変えただけや

ないか」と呼ぶ）それは知恵の出し方であります。

それから、新家地域に流域下水道幹線が延伸さ

れる運営方針が書かれているが、新家に下水が通

る予定はあるのかということでございますが、流

域幹線は今ちょうど一丘団地の入り口まで既に完

成をいたしておりますが、今回の関空２期事業の

要望、また私ども従来からその延伸をお願いして

おりましたけれども、新家の中谷病院のところま

で既に工事発注をしていただいております。まず、

そこまで延伸が既に事業着手されております。

それから、中谷病院から山に向いて新家の踏切

を越えまして、今度は大阪和泉泉南線を砂川方面



に行って、狐池交差点近くまで、これは平成１２

年度で一気に発注をしていただくことになってお

ります。これによりまして、流域幹線が山手地区

まで一気に延びるということになります。したが

いまして、一番おくれておりました新家地域の下

水道の接続ということが可能になっております。

御指摘ありました新家に下水が通るのはいつか

ということなんですが、新家地域も大変広うござ

います。具体にどの地域かということをおっしゃ

っていただいた方が答えやすいかというふうに思

いますが、まずは都市施設でございますから、市

街化区域を中心に整備をいたします。これは、当

然都市計画税もいただいておりますし、市街化区

域を中心に行います。

その中で、中谷病院まで幹線が整備されますと、

市の方で今度は新家田尻線を樫井川方面に延ばす

計画をいたしておりまして、それによって新家楠

台周辺の皆さんに御利用をいただけるようになる

ということでございます。

あわせまして、１２年度から幹線が山手に延び

てまいりますので、今度は新家駅高野別所線等に

も管を入れまして、山手地域の普及に努めていく

予定でございますので、遠い将来と思われていた

かもわかりませんが、相当早く整備が推進できる

ことになろうかというふうに思っております。

重ねて申し上げますが、泉南市は従前から華や

かな事業というものは控えて、市民に本当に密着

した都市基盤整備を中心に事業をやっております

ことをぜひ評価をいただきたいというふうに存じ

ます。

○議長（嶋本五男君） 大森君。

○５番（大森和夫君） そしたら、まず政治姿勢の

問題からお聞きいたしますけども、ヒューマンサ

イエンスの件で、地元浜区等の区長さんに説明会

を開いたというお話ですけども、これも空港委員

会でお聞きしたんですけども、２月５日の新聞記

事で、朝日の夕刊なんですけども、このヒューマ

ンサイエンス施設進出計画に不安の声もという記

事が出ました。この記事は知事選に関して出たも

ので、泉南市はもちろん大阪府全体の方が見られ

てる記事なんですよね。こういう記事が出た後に、

もっと広く議会や、それから地元というか泉南市
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民にわかるように説明すべきではなかったかと、

こういうことをお聞きしてるんです。これについ

てお答えください。

○議長（嶋本五男君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） その２月からもやってます

が、もっと早く、その新聞記事が出る相当以前に

樽井区、それから浜区の代表者に市の方から御説

明を既にいたしております。そのことを私は申し

上げたわけでございます。

○議長（嶋本五男君） 大森君。

○５番（大森和夫君） お聞きしてるのは、だから

この新聞記事の以降ですよ。新聞記事の以降に、

この記事は泉南市内の方、男里以外のそういう浜

区とか周辺の方以外も泉南市全体の方が見られて

ると。この見られた後にそういう説明があるべき

ではないですかとお聞きしてるんです。この新聞

記事以降のことをね。そういう説明が必要であり

ませんかと、そのようにお聞きしてるんです。以

降のことについてお答えください。

○議長（嶋本五男君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） いや、あなたのさっきの言

い方では、新聞に出てからやったんじゃないかと

おっしゃるから、そうではないですよと。その前

に既に代表者の方に御説明をしておりますよとい

うことをまず申し上げたわけです。そのことは御

理解をいただきたいと思います。

その新聞に出たり、市議会議員が出されたそう

いうビラを見られて反応があったかというふうに

思いますが、我々の方はその代表者の方にもお話

をさせていただいて、そのときに説明会というお

話まではございませんでして、念を入れるために、

またそういう記事も出ました関係もありますけれ

ども、地域の皆さんにお話をさせていただいて、

そして説明をさせていただいたということでござ

います。

したがって、我々の方としては、その情報が得

られた段階で速やかに地域の方々に流すという姿

勢でやっておりますので、その結果地域の皆さん

にも御理解をいただいたということでございます。

○議長（嶋本五男君） 大森君。

○５番（大森和夫君） もう一度お聞きしますけど

も、この新聞記事が出た以降に、樽井とか浜とか、



その枠を越えて空港特別委員会とか議会でそうい

うヒューマンサイエンスについて説明するという

ことが必要ではなかったかと、必要であるとお考

えにならなかったのか、お答えください。

○議長（嶋本五男君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 空港委員会では二度にわた

りまして、相当前に資料提供もし、説明もさして

いただいております。

○議長（嶋本五男君） 大森君。

○５番（大森和夫君） その空港特別委員会でも、

これは説明を開くべきものが、委員会最後になっ

て、まあ言うたら十分な議論のないまま建設まで

いってるというところまでいって、もうこの間の

空港特別委員会では、建設が決まってるという状

況やったんですね。そんなんじゃなくて、この新

聞記事が出た後に速やかにそういう説明をすべき

でなかったんですか。

これは多くの市民の方が、この記事に書いてあ

るように地元の方は不安を持ち、またこの新聞記

事を見てもまた不安をお持ちになった方がたくさ

ん出てると思います。そういうことを説明抜きに

して建設が進んでいくというのはやっぱり問題で

はないかと思うんです。説明というたって簡単な

ものでしょう。簡単な説明会を委員会なり議員な

んかにすべきでなかったんですか。その点もう一

度お願いいたします。

○議長（嶋本五男君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） ですから、特別委員会では

資料も提供し、説明をさしていただきました。

○議長（嶋本五男君） 大森君。

○５番（大森和夫君） これはほんまにもう代表者

だけではいけないと思うんです。もっとほんまに

市民にも委員会にも積極的に、それこそ私言いま

したように情報公開条例のそういう趣旨に基づい

て説明すべきであるというふうに思います。

この空港委員会の中で私質問いたしましたら、

ある理事者の方は一々こういう新聞記事に反応す

る必要はないというような意見を出されましたけ

ども、これ一々といって、しょっちゅうそんな泉

南市のことが新聞記事に出るわけではないんです

よ。やっぱりこういう問題が出ましたら、積極的

にそういう情報公開していくとか説明していくと

－７３－

かというのが、市長の言われてる運営方針に基づ

いた趣旨ではないでしょうか。もう一度お答えく

ださい。

○議長（嶋本五男君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） ですから、我々は得た情報

についてはその都度速やかに議会なり、あるいは

関係するところがあればそちらの方に情報を提供

しているところでございます。今後ともそういう

姿勢でございますし、４月からの情報公開につき

ましては、そういうペーパーだけではなくて、新

しい方策も含めて「伝市メール講座」という形で

やってまいりますから、今後ともそういう知り得

た情報の伝達ということについては十分留意して

やっていきたいというふうに思います。

○議長（嶋本五男君） 大森君。

○５番（大森和夫君） そんなに悪いことばっかり

泉南市が書かれているわけじゃないんで、一々反

論とかいうんじゃなくて、積極的にやっぱりして

いく必要があると思います。

それと、次に南ルートについてお聞きしますけ

ども、初めて予算がついたと言いますけども、泉

南市では既に１，４００万もかかる調査費を支出し

ています。これは要望を持って東京に行かれまし

て、二階運輸大臣にお会いされて、そのときのこ

とが空港特別委員会で報告されてますけども、二

階さんがどのようにおっしゃってるかといいます

と、泉南市に対してもっと熱意を、今後地元の熱

意が大切であると思うと、活発な活動を続けてい

ただきたいというふうにお答えになってるんです

よね。

泉南市、ほんまに財政が大変な中、いろんな反

対もあった中、１，４００万も調査費をかけて南ル

ートの必要性を訴えてきました。運輸大臣がこれ

に対して、ああ御苦労さんでしたと、大変財政を

使わせましたと言うならわかりますよ。それどこ

ろか、今度はもっともっと地元の熱意が大切であ

ると。その熱意にこたえた形で３００万の支出に

なったと思うんですけども、この調子でいけば調

査費を何ぼ出すかわからない、こういうことにな

るんじゃないでしょうか。ちょっとそういう点で

市長の御答弁をお願いいたします。

○議長（嶋本五男君） 向井市長。



○市長（向井通彦君） 今回の要望陳情につきまし

ては、運輸大臣、建設大臣、直接かなり長い時間

とっていただきまして、いろんなお話をさせてい

ただきました。要約は、この前空特委員会でお示

しをしたとおりでございます。こういう地域にか

かわるナショナルプロジェクトを進めていくとい

うことにつきましては、当然地元の熱意というの

が必要でございます。地元の熱意なくしてできる

というわけではございません。

あなた方がいつもおっしゃってる、地方から国

を変える、地方から国を動かすということをよく

言われますが、まさにこういうケースは、地元が

我々が今までたくさん長い間いろんな方々と協力、

努力しながらやってきたことが国を動かしたわけ

でございます。

したがって、これからも、やっと調査に入った

わけでありますが、これを具体に実現をしていこ

うとすれば、さらにもっと大きな輪を広げていく

必要があるというふうに考えております。

そこで、泉南市だけではなくて大阪府、和歌山

県はもちろんでございますが、関係市町が一体と

なってこの南ルートの建設にお互いに力を合わせ、

地元の熱意、要望を１つにしていくということが

何よりも大切だというふうに思っておりまして、

今回大阪府南部と和歌山県北部の５市８町で期成

同盟会をつくるということにいたしたわけでござ

います。そのことがこういう事業を実現していく

ための大きな力強いバックアップ組織になるとい

うふうに考えております。

○議長（嶋本五男君） 大森君。

○５番（大森和夫君） お会いに行った自治省の方

が何と言うてるかといいますと、地元市町村側に

とって現下厳しい財政運営がされていることは理

解していますと、このように市の財政に対して大

変な状況を励ますというか、優しい言葉をかけて

いただいてるんですね。

それで、この二階さんですけども、熱意を、今

までの１，４００万かけた昭和６１年から泉南市が

取り組んできた南ルートに対する異常な熱意、こ

れを二階さんは十分感じてないのかと、そういう

ふうに疑問を感じてるわけですよ。今後、地元の

熱意が大切であると。今までの熱意に十分こたえ

－７４－

た結果、こういう４，９００万という予算がついた

かと思ってましたら、そうじゃない。もっともっ

と地元の熱意が大事なんだと、そうやなかったら

できないぞと、こういうことをおっしゃってるん

ですね。これではちょっと泉南市の熱意にこたえ

たような大臣のお答えではないと思うんですけど

も、その点もう一度答弁をお願いいたします。

○議長（嶋本五男君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 今まで泉南市あるいは大阪

府と共同で調査した資料、これが今回大いに役立

ったわけでございます。かなりのボリュームにな

ります。私はそれを運輸省、大臣はもちろんでご

ざいますが、政務次官あるいは航空局長初め担当

部局、そして建設省を回りまして、それを全部配

りました。宅急便で東京へ送って、かなりのボリ

ュームですから向こうでさばいて、そしてそれを

参考にしていただいたわけでございます。そうい

う蓄積があって初めて今回になったということで

ございます。

それから、二階大臣はこの南ルートについて非

常に積極的に対応をしていただいておりまして、

あの方は以前にも、江藤隆美さんが運輸大臣のと

きに、南ルートの必要性を国会で質問されている

わけですね。そういうこともあり、そしてよき理

解者でもあったわけでございます。しかも、建設

大臣も今大阪出身の中山正暉さんでございますか

ら、そういうこともあり、運輸省と建設省、両大

臣がお話をしていただいて、今回の両省の調査費

計上につながったものでございますから、大変な

熱意をあの方はお持ちでございます。

なお、これを実現するためには、当然地元の積

極的な活動というのは当たり前のことであります

から、それをもっと頑張れよという激励のお言葉

をいただいたところでございます。

それから、先ほど自治省の方の話が出ましたが、

自治省の方のお話というのは要望項目が全く違い

ます。空港の税財源の一部、２分の１に削減して

いるという問題の復元についてお願いをした、そ

のときのやりとりのコメントでございますから、

南ルートとはまた別の次元の話なんですね。その

ときに、やはり自治省というのは地方税も所管し

てるわけでございますので、そういう意味では空



港で一部減収になってるというのは、やはり地方

財政から見ますと大変でしょうねと、こういう意

味のことをおっしゃったわけでございますから、

その点御理解を賜りたいと存じます。

○議長（嶋本五男君） 大森君。

○５番（大森和夫君） これは泉州日日新聞に出て

るんですけども、何でこういう南ルートが実現し

たかといいますと、担当の運輸大臣が自由党の二

階さんだったと、南ルート実現のために頑張った

松浪さんも自由党だったと、そういう幸運が重な

ってと書いてますね。政治ジャーナリストがこの

新聞を書かれてるんですけども、必要性というよ

りも、市の熱意というよりも、この新聞記事によ

りますと幸運が重なったと、このように書かれて

るんですよね。

市長の話ですけども、今までいろんな努力され

て、１，４００万の調査費でそれなりの成果をおさ

めて、運輸省がたとえ南ルート実現に向けて努力

しようかというふうになったら、何でまた３００

万出費が必要になるんですか。こういう財政がほ

んとに大変な中に、なおまたその上に、十分１，４

００万機能を果たして調査費を使ったとおっしゃ

いながら、また３００万も支出する。これは泉南

市の財政状況を見るとほんとにむだな浪費ではな

いでしょうか。もう一度お答えください。

○議長（嶋本五男君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） きちっと事実関係を把握を

していただきたいと思います。私どもは、今日に

至るまで着実に１つ１つ準備をしてきてるわけで

す。

１つは、大阪湾ベイエリア整備方針の中のグラ

ンドデザインにこの南ルートというのを書き込ん

でいただいております。書き込んでおりますよね。

確認していただいてると思いますが、当然調べて

いただいてると思います。

それから、その次に大阪湾臨海整備計画、この

グランドデザインをより具体化したもので、大阪

府がつくったものなんですが、建設大臣承認を取

ってる計画がございます。この中にも南ルートを

入れていただいております。これも確認いただい

てますね。その上での御質問だと思います。

さらに、今回関西国際空港を活用した広域国際

－７５－

交流圏整備計画、この中にも多機能、複数のアク

セスが必要だということを記入をいただいており

ます。これに書いていただくということについて

は、私どもも大変努力をしてきております。

その中で、この５省庁の調査に盛り込まれたも

のを具体化するということで、今回国の方が調査

費計上に至ったものでございます。そういうこと

をやはりきっちりと御理解いただかないと、突然

できたように言われると、私どもも非常に心外に

思うわけでございまして、いつも私言っておりま

すように１つ１つ準備をして、階段を１つ１つ上

ってきたものが、今回の国の調査につながったと

いうことでございます。

ですから、当然地元としても応分の負担をする

ということで、一体として整備をすることといた

しました。

○議長（嶋本五男君） 大森君。

○５番（大森和夫君） 市の財政状況も含めて３０

０万出すのはもったいないというか、むだではな

いかと、以前に１，４００万も出してるじゃないか

ということで質問いたしました。

市長、時間もないんで下水道のことをお聞きし

たいんですけども、新家の地区のどの周辺かとい

うことでしたけども、新家の中村、下村、流域幹

線が通る周辺に、各家庭にまで下水道が通るかど

うか、それをお聞きしたいんです。各家庭にまで

下水道がつながるんですか、お答えお願いいたし

ます。

○議長（嶋本五男君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 先ほど申し上げましたよう

に、都市計画事業でやっている下水道でございま

すので、市街化区域優先から実施をいたします。

御指摘がありました中村、下村はほとんど調整区

域でございます。したがって、後になるというふ

うに思います。

○議長（嶋本五男君） 大森君。

○５番（大森和夫君） この地域は、市長、下水が

通るという予定になっていたんですね。それで、

合併処理浄化槽に対する補助金が出ない地域であ

ったんですけども、今回の見直しで下水道は通ら

ないということで、合併浄化槽に対する補助金が

おりる地域になったと聞いてるんですけども、こ



れは計画の変更であり、計画の後退であると思う

んですけども、その点はいかがでしょうか。お答

えください。

○議長（嶋本五男君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 計画の後退ではございませ

ん。前進でございます。というのは、まず今回下

水道幹線がかなり新家の山手付近といいますか、

駅前を通って上流まで延ばすことができたという

のは、これは大ヒットでございます。なかなかそ

こまで通常流域幹線というのはできないシステム

になっておったんですね。

上流流域３分の１カットというのがあるわけで

す。全流域の３分の２のところまでは流域幹線が

行けるけれども、それより山手はだめよというの

があったんですが、今回空港関連２期の強い要望

と、そして国の経済対策、そして今までの努力に

よって何とか認めていただいたわけでございます。

建設省へ直接私もお願いに行ってきたわけであり

ます。ですから、そういう意味では新家地域の下

水道整備というのは、今まで考えられてた以上に

早い速度で進むというふうに思っております。

ただ、今御指摘があった調整区域については、

やはりこの事業の趣旨からいいますと若干おくれ

ざるを得ないということになります。

合併浄化槽の補助の基準が一部変更になりまし

て、おおむね７年ぐらい下水道が来ないというか、

接続できない地域にまで拡大されるということに

なりまして、今回中村とかあるいは下村地域です

ね、その厚生省補助の対象エリアに入れたという

ことでございますので、そういういきさつがある

ということを御理解をいただきたいと存じます。

○議長（嶋本五男君） 大森君。あと３分でござい

ます。

○５番（大森和夫君） もう一度下水道の問題を最

後にお聞きしますけども、新家の皆さんは、空港

１期でおおむね普及率が進んで、新家地域にも下

水が通ると、下水がうちにも来るというふうに考

えておられた。新家の住民はいつ下水道が通るか

と楽しみにしておられたわけです。その地域に下

水が通らなくなったのははっきりしてますよね。

それだけ確認いたします。

○議長（嶋本五男君） 向井市長。

－７６－

○市長（向井通彦君） 下水は通るわけですよ。

（大森和夫君「各家庭に」と呼ぶ）もちろんそう

ですよ。

ただ、新家とおっしゃるんで、新家の面整備と

いうのはこれからやっていくわけですね。それは

やはり時間差がありますよということなんですわ。

市街化区域からやりますと。それはなぜかといい

ますと、都市計画事業でありますと。都市計画税

をいただいておりますと、こういうことですね。

調整区域は都市計画税をいただいておりません。

そうでしょう。そういうこともあって市街化区域

からやります。これは当然でございます。

ですから、そういう整備が一定行き渡れば、当

然流域幹線が既に通っているわけでありますから、

あと面整備をしていけば各家庭の水洗化ができる

ということになってくるわけなんですが、御承知

のように新家地域は大変広うございますから、多

少時間差はあるということでございます。

○議長（嶋本五男君） 大森君。時間がありません

ので、簡単に。

○５番（大森和夫君） 合併処理浄化槽を置くと補

助金がおりるところは下水道が通らないと、当面

通る計画は後退したと、変わったというふうに考

えてよろしいですね。

○議長（嶋本五男君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） いや、それは違うんですよ。

まず、下水道が通るという言い方は余りしないん

ですけども、下水道が普及するエリアかどうかと

いうことなんですが、市街化区域からやりますと。

新家、新家とおっしゃるんで、中村と下村に限定

された話ですか。（大森和夫君「はい」と呼ぶ）

あの地域はほとんど調整区域でございます。した

がいまして、しばらく面整備はいたしません。お

くれます。

ただし、厚生省の補助基準も変わりまして、公

共下水道が７年程度先でないと来ないと思われる

ところまで、この厚生省の補助の基準の部分を見

直しますよということで、合併浄化槽の補助対象

区域に入れました。そういう面では一歩前進とい

うことでございます。

○議長（嶋本五男君） 以上で大森議員の質問を終

結いたします。



これにて代表質問を終結いたします。

午後１時１５分まで休憩いたします。

午後０時 ２分 休憩

午後１時１６分 再開

○議長（嶋本五男君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。

次に、日程第３、一般質問を議題といたします。

この際申し上げます。本定例会における一般質

問の各質問者の持ち時間については、その答弁を

含め１人１時間３０分といたします。

これより順次一般質問を許可いたします。

まず初めに、８番 松原義樹君の質問を許可い

たします。松原君。

○８番（松原義樹君） 皆さんこんにちは。第一翔

政会の松原でございます。ただいま議長の許可を

得ましたので、平成１２年度第１回定例会に当た

り、大綱５点につき質問を進めてまいりたいと思

います。

昨年の第３回定例会に２回目の１番くじを引き、

幸運として喜んだのですが、このたび１４回目の

登壇で１番くじをまた引かせていただきました。

３回目とは当たり過ぎというふうに思いますが、

その福を信じて質問を進めたいと思います。

さて、目を外に向け、日本の国の状況というん

ですか、新聞紙上等で見ますと、新潟県警の不祥

事、また昨年の神奈川県警、佐賀県警交通部の収

賄事件など相次ぐ警察の不祥事には目を覆うばか

りです。善悪の判断を正確に行うべき警察トップ

が、自浄能力をも放棄しているとは情けない限り

です。

親は子のかがみでなければならないと思うのは

私だけではないと思いますが、昔から怖いものの

順番で「地震、雷、火事、おやじ」のことわざが

あると思うんですが、その５番目にお巡りさんが

悪い子にはよく出てきたんですけど、今そういう

状況では出る幕がないのではないでしょうか、そ

のように思います。

それでは、通告に従い質問を進めてまいりたい

と思います。

大綱第１点目、道路行政について質問いたしま

す。

そのうちの１点目、南海電鉄樽井５号踏切の拡

－７７－

幅についてお尋ねします。

昨年の９月には、隣の６号踏切で小学校４年生

の幼い児童２人が命を落としております。通学路

としては、車が通らずよしといたしますが、より

安全対策が必要と思いますが、その後どのような

対応をされたのか、お答えください。また、５号

踏切の拡幅についての現在までの対応と進捗をお

答えください。

２点目、馬場、幡代、岡中地内を通る南泉寺大

師線の改修は、平成１１年９月議会から私が提起

し、今回で３度目ではありますが、昨年末馬場地

内の木さくというんですか、木でつくったさくな

んですが、木さくの補修もでき、幡代地内のわだ

ちを山ずれによる改修も完成し、喜ばれていると

ころであります。しかし、地元要望は拡幅と全面

舗装であります。計画進捗と現況についてお答え

ください。

また、幡代と岡中の区の境にある農道の補修に

ついてですが、農林水産課より用土の提供を受け、

幡代区長を初め岡中、幡代区民の受益者十数人で

道普請の労力奉仕により汗をかいていただきまし

て、少ない経費で喜んでいただいたことを報告い

たします。その中で、農道の接続を要望されまし

た。立派な地下道が泉佐野岩出線の下に完成して

おりますが、和歌山側の農道が切れており、その

後はあぜ道になっております。今後の取り組みに

ついてお答えをいただきたいと思います。

続いて、地下道について防犯面より質問いたし

ます。国道、府道の下には、この泉南市内で１０

本の地下道があります。青少年指導員協議会では、

毎月第２土曜日の夕方、巡回してもらっていると

ころでありますが、鬼来線での痴漢対策、また樽

井小とか鳴滝小、西信達小学校児童に対しての痴

漢行為、その犯人はきょう現在、両方のところで

逮捕されてないと思うんですが、それについてお

答えください。

３点目、２６号線沿いの高木対策についてお聞

きします。私も過去２回議会において質問し、市

民のアンケートでも８５％が改善を望んでおられ

ます。剪定と低木化は、広報３月号でイメージ図

も出て、目に見えるようになり喜んでおります。

さまざまな意見の集約で決定されたとは思います



が、御苦労さまと言いたいと思います。引き続い

ての第二阪和低木化、いわゆる２６号線の低木化

について対応をお聞きいたします。

４点目、防災センター横の道路接続についてお

聞きします。浜区内を通る府道は道幅が狭く、樽

井５号踏切手前を左折、浜に出て、大阪方面に通

学、通勤されているところでありますが、その樽

井５号踏切は児童・生徒の通学路であり、通勤の

車、生活道路として混雑しております。事故、事

件も多発しておりますので、大里川左岸の道路を

防災センター横の湾岸道路に一日も早くつなぐこ

とが望まれます。防潮堤の早期撤去も含め、現況

と進捗についてお答えください。

次、大綱第２点目、市営住宅行政についてお尋

ねいたします。

まず初めに、市営氏の松、高岸、砂原の３団地

の入居者により所有権移転の裁判が昨年の１月に

提起され２年目を迎えておりますが、その裁判の

進捗等々について、内容についてお答えください。

また、前畑住宅（老人とか障害者向け）の入居

状況はどのように進んでいるのか、これについて

もお答えください。

３つ目、高岸住宅の屋根改修工事は、昨年度２

戸分３００万円計上に対して、居住者の協力によ

りスレート方式で９戸でしたか、屋根が完成した

ようですが、ことしはどのようになっているのか、

お答えください。

２点目、普通財産となった市営住宅跡地につい

て、売却の進捗と積算についてお聞きします。売

却については補正で測量予算がついたはずですね。

そういうことですから、何ぼかの測量ができて、

隣地との状況はできてると思うんですが、１２年

度予算案で９，２００万円、こういう金額が計上さ

れています。１０戸プラス１区画 １１戸とい

いましょうか のはずですから、１１分の９，２

００は約８３６万円、そういうことになります。

当事者との交渉といおうか、それをお買いいただ

く方、その方との交渉はできているのか。また、

その金額的な了解はできているのか、お答えいた

だきたいと思います。

大綱第３点、福祉行政について質問いたします。

まず初めに、生活保護、生活に困窮する市民に

－７８－

対しその程度に応じ必要な保護を行う、また自立

の手助けをするのが目的であることは認識してお

りますが、ケースワーカーを初めとする職員の方

々の前に出たときは、そのような立場になった自

分が恥ずかしく、おどおどして口もきけない状況

であります。

そのような心境の中に、ケースワーカーから次

々といろいろな設問がされるわけですけど、車が

なければ移動もできない車いすとか、いわゆる市

販の車を改造した、そういう特殊な車に乗ってお

られる方、それしか移動ができない方にも、ガソ

リン代が要るから車を売れとか、どこそこの場所

へ売れと言われたと言われましたが、というよう

なことを言われれば、お先真っ暗といおうか、生

きる希望もなくなってしまうというようなことだ

と思います。

その中で、厳しい選択ということを考えて仕事

をしていることはわかりますけど、いわゆる対応

のマナーといいますか技術といいますか、そこの

向上を望みますが、立場を逆転して考えてみると、

ほかのことを何も考えなくても、そのことはケー

スワーカーの前に自分が立ったとしたら、思い切

り答えが出てくるように思いますが、いかがでし

ょうか、お答えください。

また、生活保護には各種の扶助が多々あると思

いますが、対応状況をお答えください。いわゆる

保護動向、保護率は府下でどのくらいか。近隣と

の比較は。それと平成１０年と１１年との開始件

数の動向。これだけ不景気になっていますが、ど

のような状況になっているのか、お答えいただき

たいと思います。

３点目、介護認定申請から要介護認定の状況で

すね。認定しているという状況はどうなのか、ス

ムーズに進んでいるのか。もう１カ月を切って、

４月からの開始に対して申請者の認定おくれはな

いのか。きょう申請してる方の認定おくれで４月

から間に合わないというようなことにならないよ

うにしてほしいと思いますが、それの進捗につい

てお答えください。

大綱第４点、下水道行政について。

第１点目、南海電鉄の樽井５号踏切横の下水道

工事は、いろいろな障害が出てきて、約１年おく



れたということですが、工事は完了したのか、お

聞きいたします。

２点目、府道泉佐野岩出線沿いの雨水取り込み

工事がきょう現在進められておりますが、男里雨

水幹線の供用開始はいつになるのか。また、蟹田

川の汚染は、地域住民にとって耐えられないもの

であるのですが、流域の工場との話し合いの進捗

は、またその下水道の方の供用開始はいつになる

のか、お答えください。

それと、その後のことなんですが、きれいな状

況で雨水が取り込まれ、蟹田川とかの下水も下水

道に流された後は、そこに降った水というんです

か、雨水だけが地域を潤す、いわゆる恵みの雨の

ような状況になると思うんですが、その水自身を

取り込み過ぎて、藤之川なんかにきょう現在かわ

いいといおうか、フナがかなり泳いでます。５セ

ンチぐらいまでの小さいフナなんですが、そのフ

ナが何とか生き残るためには、すべての雨水を取

り込む、先ほど雨水幹線と言いましたから雨水な

んですが、その雨水を八反田川のあそこら辺のき

れいな水も含めて取り込んでしまうと、きょう現

在流れてる藤之川の水が汚くなりますから、それ

について私案としてこのように提案したいと思い

ますが、市長の見解をお聞きしたいと思います。

その減少した水のかわりに、南部処理場の放流

水を藤之川、蟹田川の合流点まで導いてきて、そ

の大里川の河原をせんなん里海公園 これは箱

作かもうちょっと向こうへ行ったところですが、

そこにかなり石をたくさん積んだいい親水公園の

ような状況で海の公園がありますが、大里川の河

原をそのように親水公園としてつくってほしいと

いうふうに思います。そこには野鳥が飛んできた

り、また子ブナが、そして蛍が飛ぶ自然公園にな

ると思いますが、そのことについて市長の見解を

よろしくお願いします。

次、大綱第５点。

１点目として農業公園、花卉団地ですか、いわ

ゆるかるがも計画、これの２つ目、３つ目、ふれ

あい自然塾のきょう現在の進捗をお聞きいたしま

す。

花卉団地については、これははっきりしません

が、８戸の申し込みがあったと聞いておりますが、

－７９－

規模とか坪単価、こういうものはもう試算できて

いるのか、お答えください。

また、ふれあい自然塾は平成１７年完成と聞い

ておりますが、きょう現在、駐車場などが完成し

たところがありますが、暫定供用など考えないの

か。特にこの春４月には、堀河ダム周辺には桜が

満開となってかなりきれいな公園といおうか、そ

ういう場所になります。毎年、車の混雑もあると

地元の方も言っておられます。供用は考えられな

いのか、これについてお答えください。

２点目、堀河ダム周辺の周回道路は、左岸の山

崩れにより、きょう現在一周できません。平成１

１年度でその山崩れの場所の上部の方の補強工事

ですか、それの形がちょっと見えてまいっており

ますが、それの進捗と、それに対するその後の道

路供用、これはいつごろになるのか、お答えくだ

さい。

以上で壇上での質問は終わらせていただきます

が、質疑の都合によれば自席で再質問させていた

だきます。どうもありがとうございました。

○議長（嶋本五男君） ただいまの松原議員の質問

に対し、理事者の答弁を求めます。向井市長。

○市長（向井通彦君） 私の方から、国道２６号沿

いの高木対策についてと、それから私にというこ

との大里川の今後の整備の仕方について御答弁を

申し上げます。

まず、国道２６号線沿いの高木対策についてで

ございますけども、この問題につきましては、昭

和６２年の第３回定例市議会におきまして、側緑

地帯改善の請願に対し、安全対策に関する意見を

付し、採択されているところでございます。

その後、建設省におきましては、交差点部の植

栽の刈り込み等一部安全対策が実施されたものの、

抜本的な対策の実施には至っておりませんでした。

その間、地元関係者より沿道土地利用の活性化

の観点から、当該道路の植栽の低木化、側道の防

犯上の観点からの安全対策、及び住環境を守る立

場からの当該道路植栽帯の保存を求める内容で、

それぞれ市に対して関係者の署名を添え要望書が

提出されているところでございます。当然、我々

といたしましても、このことは管理者であります

建設省に速やかに進達をいたしたものでございま



す。

その後、建設省と具体の対応の協議について精

力的かつ継続的に粘り強く行ってきたところ、平

成１１年初旬には、国道２６号沿道環境検討委員

会を立ち上げることとなりました。平成１１年５

月２０日には、第１回国道２６号沿道環境検討委

員会が開催され、これを皮切りに合計４回当委員

会が開催され、一定の結論を得るに至ったところ

でございます。

内容といたしましては、関係者へのアンケート

調査をまず行いました。そのアンケート調査では、

約８５％が現状の改善を望む結果であり、当委員

会としましても中低木の伐採に加えて、路面から

４．５メートルまでの高木の枝打ち、さらに２ない

し３メーター程度の間隔となるように間伐を行い、

季節感のある木を補植するという案で合意形成を

得ることができました。

具体には、平成１２年度中に市道信達樽井線か

ら府道泉佐野岩出線までの間をモデル区間として

事業実施することとなりました。

そこで、本市といたしましても、本事業につき

まして平成１２年、この間の３月の市広報にも掲

載したところであり、また続いて当該道路部への

看板設置等を行い、関係者への周知徹底等ＰＲ活

動を行っていくことといたしております。

したがいまして、この問題につきましては、１

２年度中に一部モデル区間として建設省の方で改

善がなされるものというふうに考えております。

次に、大里川に関連いたしまして御提案がござ

いました大里川の将来のあり方ということでござ

いますが、現況の大里川には府道鳥取吉見泉佐野

線のところで、普通河川藤之川と蟹田川が流入し

ております。

まず、藤之川でございますが、市道男里平野線

で泉南市公共下水道男里２号幹線、新府道泉佐野

岩出線で男里雨水幹線にそれぞれ取り込みをして

おり、近々雨水の通水を予定いたしております。

この藤之川につきましては、下流でいまだ農業用

水として一部利用されているところから、取り込

み形態としてはゲートによるものといたしており

ます。

次に、蟹田川につきましては、男里外周道路築

－８０－

造に先駆けて埋設する雨水管渠へ取り込むことと

なっております。この雨水管渠は、平成１２年度

施工予定でございます。取り込みの形態といたし

ましては、こちらの方は全水量を取り込むような

構造にしたいと考えております。

以上により藤之川や蟹田川の雨水を取り込むこ

とによりまして、大里川への流入水量が相当少な

くなります。そこで、今松原議員より南部処理場

の処理水をせせらぎ水路として放流するというア

イデアの御提案をいただきました。処理水の有効

利用を進める点からもすばらしい御提案かという

ふうに思います。私も大里川の将来のあり方につ

きましては、同様な考え方を持っているところで

ございます。

ただ、まだしばらく流入水のカットをするのに

若干時間を要しますのと、そういうふうにした場

合の設置費、後の維持管理費用等も十分精査する

必要があるというふうに思っております。

ちょうどこの付近では岸和田で、議員も御承知

かと思いますが、旧２６号の海側で余り美しくな

い古城川というのがありまして、それを以前岸和

田市の方で暗渠化されまして、その上をせせらぎ

水路として今活用されて、市民の皆さんの憩いの

場となっております。

大里川についても、上流部で大部分の水量をカ

ットすることによりまして、暗渠化が可能という

ふうに考えております。したがって、その上部利

用につきましては、こういうせせらぎ水路等、い

わゆるアクア下水道と言っておるんですが、そう

いう方式もございますし、市民の憩いの場として

できるだけ地域の皆さんの御意見も聞く中で整備

できるように努めてまいりたいというふうに思っ

ております。

○議長（嶋本五男君） 山内事業部長。

○事業部長（山内 洋君） 松原議員の道路行政に

ついて、４点のうち３点ほど私の方から御質問に

お答えをさせていただきたいと思います。

まず、昨年南海電鉄の６号踏切で起きました児

童の死亡事故、これについては大変お気の毒なこ

とであったというふうに思っております。ただ、

踏切が安全であったのかどうかということにつき

ましては、ちゃんと警報機等ついておりますし、



事業者としての過失はなかったのではないかなと

いうふうに考えているところでございます。

それと、あそこは市道になってございまして、

市道の踏切を廃止するということにつきましては、

大変なクリアしなければいけないことが多うござ

いますので、現在のところ６号踏切の廃止という

ことについては南海電鉄と協議は行っておらない

ところでございます。

続きまして、樽井の５号踏切、これは府道でご

ざいますけども、この踏切の拡幅事業、これにつ

いては関係者の強いニーズがあるという認識はい

たしておるところでございます。本市といたしま

しても、機会のあるごとに大阪府に申し上げてお

る中で、府の担当部局の方のお話では、南海電鉄

としては踏切は統廃合が前提であると、こういう

基本姿勢に変わりはございませんで、交渉進捗に

は至っていないのが現状と聞いておるところでご

ざいます。

我々といたしましても、関係先の情報収集等を

行いまして、この問題の検討を引き続いて行って

まいりたいと思います。

続きまして、幡代地内におきます市道の整備で

ございますが、名称は南泉寺大師線という部分で

ございますが、３回御質問いただいておるわけで

ございます。

この南泉寺大師線の市道につきましては、古く

からの道路でございまして、相当距離が長いわけ

でございます。特に議員が御指摘なされる部分の

舗装とか拡幅につきましては、これはやっていか

なければならないわけでございますけども、密集

した家屋の部分ではございませんので、順位とい

たしましては相当後になるというふうに考えてお

るところでございます。市内には２メーター未満

の道路に接続している家屋、これにつきましては

１２％程度ございまして、まずそういう狭隘な道

路の市道の整備、これが優先されるんではないか

なというふうに考えておるところでございます。

引き続きまして、地権者の御同意が得られて、

用地の寄附とか、そういうのが得られましたら、

できるだけ道路幅員といたしまして４メーター以

上確保できるように道路整備に努めてまいりたい

ということでございます。

－８１－

それから、同じく幡代地内の府道の下にござい

ます農道の地下道のことでございますけども、農

道の地下道につきましては、議員御指摘の部分に

ついては途中で途切れたような状態になっている

部分がございます。農道の新設、延伸につきまし

ては、用地の確保、これは市道も同じでございま

すが、必要になってきておるわけでございまして、

地権者の協力が得られるということが大前提でご

ざいます。

現在、泉南市の農道の整備事業といたしまして

は、兎田農道、これの整備にかかっておるわけで

ございまして、もう少し兎田農道の整備に時間を

要しますので、これが終わりましたら、次にどの

部分の農道の整備が必要かという効果的なものを

考えまして、引き続いて農道の整備に努めてまい

りたいと考えております。

続きまして、南部の防災センターの周回道路の

延伸とか、浜地区の周辺の交通渋滞についての御

質問でございますが、図でお示しすればわかりや

すいわけでございますけども、そういうわけにも

まいりませんので、ちょっと聞きづらいと思いま

すが、お聞きいただきたいと思います。

現在の南部防災拠点周辺の交通については、樽

井男里線、これは府道の泉佐野岩出線でございま

すが、暫定２車線の府道でございまして、大阪方

面への進入につきましては、樽井男里地区より府

道の泉佐野岩出線の側道から一たん浜保育所の方

へ迂回いたしまして、りんくうタウン内の周回道

路を経て交差点から本道へ流入するという形でご

ざいます。また、本線から樽井男里方面は、交差

点から側道、市道樽井中央海岸線、この支線を経

まして、府道の鳥取吉見泉佐野線へ合流するルー

トがとられております。

この進入ルートでは、大阪方面の交通につきま

しては、市道樽井男里線と府道泉佐野岩出線側道

との合流点、浜の保育所方面への迂回路において

は、和歌山方面の交通については側道から樽井中

央海岸線支線を経て、府道の鳥取吉見泉佐野線に

合流する付近に車両が混雑して交錯している状況

でございます。

この状況を打開するためには、りんくうタウン

内の地区道路、これらがすべて整備されるまでの



間、暫定的な対策といたしまして、りんくうタウ

ン内の周回道路を延伸いたしまして、市道の浜男

里御幸線に接続させることが一番効果的な手法と

考えておるところでございます。つきましては、

内陸部とりんくうタウン内の間にある仮排水路の

埋め立て問題も含めまして、当該路線の事業促進

を大阪府の関係機関に要望してまいりたいと考え

ておるところでございます。

続きまして、住宅の問題についてでございます

が、まず市営の３住宅における裁判の進捗状況に

ついてお答えをさせていただきたいと思います。

この問題につきましては、これまで議会の方にも

委員会にも経過等報告をし、説明をしておるとこ

ろでございます。

今までに５回の公判が大阪地裁の堺支部におい

て開かれており、原告である入居者側から準備書

面が、また市の方から答弁書などの書面をもって、

それぞれこの事件に関しての経過説明、あるいは

考え方や主張など、証拠書類とともに裁判所に提

出している状況でございます。そして、今後はそ

れぞれの考え方や主張に対して、認めるものであ

るのか、それとも否認するものであるかの議論に

進んでいくことになるものと考えております。

また、この間に原告側から２度、訴えの変更申

立書が裁判所に提出されております。１回目が平

成１１年の５月に、土地だけではなく建物もあわ

せて所有権移転登記手続を請求するという追加的

な変更でございました。そして、２回目が平成１

２年の１月に申し立てをされて、これは請求原因

によるものでございまして、１次、２次的にと区

分し、１次的な請求原因として、昭和４９年の１

１月２８日以降の数回にわたる入居者と市長との

会合での事実関係についての有効性をまず判断願

いたいとの原告の主張でございます。２次的な請

求原因といたしましては、全般的な過去の経緯を

踏まえて、これを２次的に判断願いたいとの主張

でございます。

泉南市といたしましては、両方の請求に対し、

原告らの請求をいずれも却下すること、訴訟の費

用は原告らの負担とすることを求める答弁書を間

を置かず提出しております。今後、釈明を求めら

れた事項や答弁書や証拠資料、これは裁判所に迅
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速に提出いたしまして、一日も早く勝訴できるよ

う全力を挙げる所存でございます。

なお、次回の公判は５月１２日に予定をされて

おります。

続きまして、前畑住宅のＡ、Ｂ棟における入居

状況でございますが、まず平成９年に建設されま

した高齢者向けの住宅の入居でございますが、現

在は３２戸中２９戸が入居しております。残る３

戸につきましても、入居事務手続中でございまし

て、３月中に入居が確定しておりますので、全戸

が入居済みとなる予定であります。

続いて、高岸住宅の屋根の改修工事の状況につ

いてでございますが、建築後４０年以上経過した

住宅でございますので、屋根の劣化が相当激しい

ということから、１１年度におきまして入居者の

協力を得ながら、９戸の屋根の改修を終えました。

また、平成１２年度の当初予算として１７０万円

を計上させていただいており、残る家屋について

も引き続いて改修工事に入りたいと考えておりま

す。

次に、農業公園の進捗状況はどうかという御質

問でございますが、この中でかるがも計画により

ます農地造成工事、これにつきましては平成６年

度に事業に着手し、これまで調整池や造成工事が

進められてきております。平成１１年度予算のベ

ースで８９％の進捗となっております。来年度も

引き続き、進入道路、かんがい施設等の整備が実

施される予定でございまして、１２年度末に概成

する見込みとなっております。

また、１２年度から入植農家によるハウス等の

営農関連施設の整備に着手する予定でございまし

て、１３年の春からの営農開始に向けて準備が進

められていく予定でございます。

農業公園整備事業の進捗につきましては、平成

１１年度、公園部分でございますけども、予算ベ

ースで３６％となっておりまして、来年度は進入

道路と水道施設の整備を予定しておりまして、こ

れによって公園整備の推進と造成農地への入植促

進を図ってまいりたいと考えております。

引き続いて、御質問の入植の用地の単価とかに

ついては、入植予定者と協議を進めてまいりたい

と存じます。



それから、ふれあい自然塾の進捗状況はという

ことでございますが、この事業につきましては大

阪府の方で精力的に進めていっていただいており

まして、紀泉ふれあい自然塾については平成９年

度より事業が着手されております。１７年度では

なしに平成１４年度には事業が完了する予定と聞

いておるところでございます。本年度は、駐車場

の整備、ロータリー基盤の整備、管理歩道の基盤

整備、これらの事業を実施しておるところでござ

います。平成１２年度以降につきましては、関連

施設、建築物等の施設でございますけども、これ

の整備をあわせて行っていく予定と聞いておりま

す。

議員御質問の完成しております施設入り口の駐

車場の暫定利用ということでございますが、これ

につきましては、今国の補助事業で大阪府がやっ

ておられるわけでございまして、事業はいまだ完

了しておらないという状況もございます。当然、

会計の方の監査も受けなければならないという状

況の中で、堀河ダム周辺への利用者の暫定的な利

用というのは、今現在では困難であるというふう

に思っております。

それと、堀河ダム左岸の一部崩壊した管理用道

路のことでございますが、この部分につきまして

は、平成１０年の６月に崩壊いたしまして通行で

きなくなっておったわけでございますが、大阪府

の復旧工事をやっていただけるということで、１

１年度から着手して、御指摘のように上半分の方

は既に崩落を防止するという工事をされておると

ころでございます。引き続いて１２年度に事業完

了を予定してるということで、１２年度には通行

は可能になるというふうに思っておるところでご

ざいます。

以上でございます。

○議長（嶋本五男君） 金田教育総務部長。

○教育総務部長（金田峯一君） 議員御質問の道路

行政の中で、防犯の立場から地下道の痴漢等に関

する御答弁を申し上げます。

現在、国道下の通路といたしまして、トンネル

数については９カ所、御指摘の未完成の通路、い

わゆる農道でございますが、それを合わせますと

１０カ所ございます。このような場所は、人通り
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も少ないこともあり、青少年の非行の温床となり

かねないため、青少年指導員協議会では毎月第２

土曜日の夜、主にトンネル内の清掃を兼ねて巡回

を続けているところでございます。当該農道につ

きましては、未完成の状態でもあることから、青

少年のたまり場となるおそれもあり、犯罪の発生

を危惧いたしておるところでございます。

そして、なお痴漢対策の関係でございますけれ

ども、昨年樽井ほかのいろんな地区で痴漢の発生

がございます。そして、幡代地区の鬼来線、第二

阪和地下道路の痴漢の発生事件もございます。こ

れについては、現在痴漢の犯人が見つかってござ

いません。未解決でございます。

それと、そういう中で特に小学生の児童に対す

る対策といたしまして、青少年指導員協議会、そ

して市ＰＴＡ協議会、保護司会、更生保護婦人会、

この４団体が共同作戦で子供１１０番作戦とでも

申しましょうか、旗を各地区の方に御協力をいた

だいて、そういう痴漢等の発生が見えた場合、子

供がすぐ駆け込めるように大きな黄色い目立つ旗

を掲げていただいて、それに対応するというよう

なことで、現在浜地区、それから雄信地区、西信

達地区に約５００本、それから樽井地区に２００

本と、合計７００本設置してございます。新年度

にはまたこのあたり新しく拡大して、この子供１

１０番の旗を設置したいというふうに考えており

ます。

以上でございます。

○議長（嶋本五男君） 馬野総務課長。

○総務部総務課長（馬野史朗君） 住宅行政につい

ての総務課の所管であります普通財産である旧市

営住宅の売却についての進捗について御答弁を申

し上げます。

旧市営住宅につきましては、６住宅、長岡、百

合ケ丘、佐田、国市場、つつじヶ丘、新家の各住

宅があります。これらの住宅につきましては、昭

和４９年度、５０年度において売却を行いました。

しかしながら、長岡住宅（５戸）については土地

の確定ができず、売却を行うことができませんで

した。また、他の５住宅につきましても、その当

時居住者の事情等により払い下げを受けられなか

った住宅５戸と、防火給水塔施設跡地１区画があ



ります。

これらの住宅につきましては、既に土地境界確

定に伴う調査及び居住者の聞き取り調査等を完了

したところでございます。長岡住宅につきまして

は、現在土地確定作業を行っているところであり

まして、平成１１年度中にこの３月末までに土地

境界確定を完了したいと考えております。

今後、土地境界確定及び聞き取り調査の結果を

踏まえ、売却の方針等の検討を行い、所定の手続

を踏まえ、平成１２年度の早い時期に売却できる

よう最大限の努力をしてまいりたいと考えており

ます。

なお、売却に伴う売却金額につきましては、６

住宅１０戸と１区画で、これは概算で約９，１２０

万円でありまして、平成１２年度予算において歳

入予算として計上しておりますので、よろしく御

理解のほどお願いいたします。

それから、金額的な提示は行っているかという

質問でございますが、これにつきましては、各住

宅につきましては金額的な提示は行っておりませ

ん。それぞれ諸条件等が整った後、不動産鑑定を

行い、所定の手続を踏まえて価格提示を行う予定

でございます。よろしくお願いしたいと思います。

○議長（嶋本五男君） 谷健康福祉部長。

○健康福祉部長兼福祉事務所長（谷 純一君） 松

原議員御質問の福祉行政について御答弁申し上げ

ます。

まず、生活保護の窓口の職員の対応、マナーと

か、そういった御質問であったと思います。

生活保護につきましては、先ほど議員御指摘の

とおり、日本国憲法第２５条に規定する理念に基

づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、

その困窮の程度に応じ必要な保護を行い、その最

低限度の生活を保障するとともに、その自立を助

長することを目的とした制度でございます。

しかしながら、保護に要する経費は国民の税金

で賄われていることなどから、保護を受けるため

には、各自がその持てる能力に応じて最善の努力

をすることが先決であり、そのような努力をして

もなおかつ最低生活が営めない場合に初めて保護

が行われるものであり、決して安易に保護が行わ

れるものでないということをこの制度の基本とし
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ているわけでございます。

本市におきます体制は、所長を含め１２名体制

で現在対応しております。議員御指摘の対応マナ

ー等につきましては、各種研修の実施を行ってい

るところでございますが、厳しい中にも丁寧であ

り親切な対応に心がけるよう指導してまいりたい

と、このように考えております。

続きまして、各種保護の対応状況という御質問

でございました。生活保護には、生活扶助、住宅

扶助、教育扶助、医療扶助等、それに１２年度か

ら介護扶助、この８つの扶助があるわけでござい

ます。それぞれ細かな基準が定められておりまし

て、例えば生活扶助費につきましては、１２の年

齢区分ごとに金額が決められています。また、教

育扶助につきましては、義務教育期間と限定の上、

小・中学校別に一部学年別に学用品費、給食費、

学級費等きめ細かな基準額が定められているわけ

でございます。

ただ、保護は世帯での認定が基本でございます

ので、例えば母親、３歳児、小学生、中学生の４

人家族であれば、それぞれ１人ずつ積み上げた上、

母親に就労収入があれば収入充当を行うと、こう

いった制度になってございます。

そして、あと保護率とか、あるいは近隣の都市、

また最近の開始状況はどうかという御質問もあっ

たと思います。これは平成１２年の２月現在でご

ざいますけども、保護率は１１．３２パーミル、す

なわち千分率１１．３２でございます。そして、近

隣都市の状況を見ますと、阪南の状況でございま

すが、泉南市が今言いました１１．３２、そして岸

和田市が１０．７、貝塚市９．５、阪南市７．８、泉佐

野市が８．１と、こういった状況になっております。

それと、開始状況でございますが、平成１１年で

すけど、現在面接の相談件数が１６７件ございま

す。そして、その後申請件数として１１５件、開

始件数が９０件、また廃止件数として４６件と、

こういった状況になっております。

続きまして、介護保険制度、特に介護認定の状

況はどういうようになってるかといった御質問だ

ったかと思います。この介護保険制度運用の進捗

状況について御答弁申し上げます。

介護保険制度実施の準備といたしまして、昨年



１０月から介護認定申請の受け付け、介護認定審

査会の開催を実施してまいりました。申請された

方の数は、２月末現在８６１名でございます。認

定審査会につきましては、阪南市、泉南市、岬町

の共同で実施をしておりまして、審査会の開催回

数は２月末で９６回でございます。審査判定済み

が泉南市７３８名、阪南市６５５名、岬町３０９

名でございます。

４月から介護保険サービスを利用するに当たっ

て、まずサービス計画の作成事業者を決めていた

だき、サービス計画を３月中に介護保険課等に提

出していただく必要がございます。そこで審査、

判定が済み、在宅サービスを利用される方につき

ましては、居宅サービス計画作成依頼届出書の提

出をお願いしておりまして、２月末日現在で２６

６名の方から提出をしていただいております。

また、介護保険制度がスムーズにいくよう、各

サービス事業者間や居宅介護支援事業者との調整

を行う意味から、ことしの１月１９日に泉南市介

護保険サービス事業者連絡会を発足し、市内、市

外を合わせまして５３事業者の参加を得たところ

でございまして、今後も必要に応じて開催してま

いりたいと考えております。

次に、介護保険事業計画の策定につきましては、

２月１４日に大阪府と法定協議を行っておりまし

て、今月中に策定できるよう作業を進めていると

ころでございます。

以上が現在の状況でございます。御理解のほど

よろしくお願い申し上げます。

○議長（嶋本五男君） 竹中下水道部長。

○下水道部長（竹中寿和君） 下水道行政について

お答え申し上げます。

５号踏切横の整備についてでございますが、御

質問の当該地５号踏切横には、議員初め関係各位

の御協力により、男里雨水幹線の築造工事を平成

７年度に着手し、本年度まで行ってまいりました。

無事本年度に完了いたしました。また、汚水管渠

の埋設工事を本年度に着手し完了しておりまして、

当該地の一連の工事として復旧工事を残すところ

となっております。

また、大阪府岸和田土木事務所管内府道築造工

事は、それ以前から着手し、今に至っております。

－８５－

これも本年度中に完了見込みと聞いております。

当該地には、下水道、上水道、ガス、電話等の

埋設工事が行われ、工事がふくそうし、長期にわ

たりましたが、本年度にはすべて完了しておりま

すので、よろしく御理解のほどお願いいたします。

それから、府道泉佐野岩出線沿いの雨水の取り

込みでございますけども、泉南市公共下水道男里

雨水幹線につきましては、府道泉佐野岩出線の道

路新設事業に合わせ、今年度まで整備してまいり

ました。そして、近々雨水通水ができるよう最終

調整を行っております。これにより男里地区の浸

水防御に寄与できるものと考えております。

御指摘の府道泉佐野岩出線沿いの雨水取り込み

についてでありますが、この地区の現状の雨水排

水先は、ほとんど普通河川藤之川の流域になって

おり、公共下水道男里雨水幹線への雨水取り込み

については、この藤之川のほか蟹田川へ流入する

水路からも取り込むこととなっております。

取り込みの形態としましては、治水安全性を優

先し、できるだけ全水量を取り込むよう、またメ

ンテナンスのかからないような取り込みを考えて

おります。また、農業用水を兼ねている水路もあ

り、このような水路ではゲートを設けた取り込み

になっておりますので、よろしく御理解のほどお

願いします。

それから、男里工場群への取り込みについてで

ございますが、男里工場群を迎えに行く管渠につ

いては、平成９年度から順次上流へ向かって事業

を進めてまいりました。今年度発注した工事で、

蟹田橋から上流へ向かって延長の合計約６２０メ

ーターとなっております。また、工場への取り込

み状況については、下流地区であります男里七丁

目地内は平成１０年７月に供用告示を行い、今年

の夏にこれらの工場からの排水を取り込み予定で

ございます。また、上流の男里六丁目の工場につ

きましては、取り込みの協議及び指導を行ってい

るところでございますので、よろしく御理解のほ

どお願いいたします。

○議長（嶋本五男君） 松原君。

○８番（松原義樹君） それでは、自席より項目ご

とに再質問させていただきます。

まず、大綱第１点の道路行政についてですけど、



この中の樽井６号踏切ですね。これはその場でも

言うたと思うんですが、通学に対して車が通らな

いから、その場所は使うことはよしと。よしとい

う意味は、できたらそのまま残しておいていただ

くという立場の上で言うてるんですが、廃止は言

うておりません。まず、それを確認しておいても

ろた上で、あそこは生活道路としても浜地内の方

々はそこを通って日々の生活をしてますので、そ

ういう意味であの場所を通る子供は、やはりまだ

きょう現在も通るやろうし、樽井小学校でもきっ

ちり通学路の指定をしてますね。それだけ確認し

といて、そういう状態でありながら、あとどうい

う安全対策をするのかと。それは踏切といおうか

線路全部を何かで囲ったらいいですけど、そんな

言い方をしても仕方がないと思います。

何かいい方法とか。踏切が下がったときには付

近の住民のことを考えてるんであろうとは思うん

ですが、音を下げてますね。チンチンチンという

音、聞こえないような、かなり音を下げてるはず

です。一回下がってしもたらね。ああいうのを人

を感じたら場合によったら最初の音より高いよう

な、チンチンチン言うたら何かあるような気がす

るんですが、そういう意味で目に見えないといお

うか、そこへ来て、ただ物を引っ張るとか、物を

立てるとかいうような安全対策じゃない方法を独

自で考えられるのなら、そういう方法を考えてい

ただきたいというふうに思いますが、それについ

てはどうか。

それと、大綱第１点の２点目の馬場地内にある

南泉寺大師線の改修といおうか、きれいにしてほ

しいと、また広くしてほしいという問題について

は、これは私道と市道では全然違いますね。あれ

はいわゆる南師線で泉南市の道ですから、やはり

それは提供をしてもらうといおうか、そこを売る

気がないというたら、これはしんどいとは思いま

すが、売る気があって、市として買うて、その場

所を改修するという形をとってくれということは、

区長さんからくれぐれも言われてます。そういう

話をするんなら、そういう形を言うといてくれと

いうぐらいにまで聞いてますので、まずそれは言

うときます。

その上で、やはり買うとか何かいうことについ
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ては、もう地域の方々にはかなり言うてるようで

すね。ですから、地権者といおうか、その市道沿

いの方々は、買いに来てくれたら売らなあかんな

と。中心後退で何ぼとかいうことで、そこまでの

意識があるように思いますから、もちろん市の財

政のよくなるといおうか、そういう状況がないと

そのものも迎えに行けないというか、その土地を

買うこともできないことはわかるんですが、それ

の考え方ですね、それについてちょっとお答えい

ただきたいというふうに思います。

それと、農道が、例の農水課からいただいた土

砂でこれをきれいにしていただいたんですが、そ

の農道は、入るところはもちろん今の泉佐岩出野

線ではかなり大きな道で、そこから入れるように

なってます。それで、先ほど言うた市道南泉寺、

林昌寺の方へ行く大師線、これにはひっついとる

んですが、それが途中から、向こうから南泉寺の

方から来たときに、農道の中へ入っていくとしま

す。それはいい格好で軽自動車ぐらいは入れるよ

うな状態で地下道ができてるんですが、その向こ

う、上がったときに、ほんまにトカゲのしっぽを

切ったようなと先ほど表現したと思うんですが、

そういう状態でとまってます。

それについては、いわゆる用地確保、その土地

の持ち主もかなり今協力的といいましょうか、小

作でつくられておった方が、今度どうやら放棄さ

れて、持ち主に返るようです。そのくらいまでの

話を聞いてますので、あれは農水の方になるんで

すか、何とかそこら辺で考えられないか。

以上３点について、第１項目１つずつお答えい

ただけたらと、そういうふうに質問もしていきた

いと思います。

以上です。

○議長（嶋本五男君） 山内事業部長。

○事業部長（山内 洋君） まず、南海電鉄の樽井

６号踏切の件でございますけども、これについて

は先ほども申しましたように、安全対策はこれは

事業者がまずやるべきであるというふうに考えて

おるところでございます。設備が整っておりなが

ら事故が起こるというのは、それを通過する通過

者が十分に危険なものであるという認識のもとに

通行しなければならないというふうに考えており



ます。

また、効果的ないわゆる安全設備ということが

ございましたら、当然南海電鉄も考えておられる

やろうし、我々としましても安全策はこの方が効

果的だということでしたら進言をいたしたいとい

うふうに思っているところでございます。

それと、南泉寺大師線、これは何回も御答弁申

し上げておりますが、樽井から岡中の岡大師、林

昌寺まで通じる昔からの、江戸時代からの、それ

以前かもわかりませんが、道路でございますが、

これについては議員おっしゃられる部分について

は、家屋などが密集した部分ではございませんの

で、広げようと思えば用地の確保をすれば広げら

れるわけでございますが、市内にもたくさんの市

道がございます。狭隘な市道もございますので、

できれば安全策 安全策と申しますが、防災上

の問題、また利便性の問題、これの事業効果の高

いところから着手をしたいという考えを持ってお

ります。議員おっしゃられる部分については、農

道的な意味合いの部分が強うございますので、順

位的には相当後になるんではないかなと考えてお

るところでございます。

それと、既に泉佐野岩出線の事業はほぼ完了し

ておりますので、まず農道としてのトンネルはつ

くっていただいております。これについての農道

の整備ですね、これは先ほども申しましたように

順次取り組んでいかなければならないわけでござ

いますけども、相当の農道もございますので、現

在は兎田農道の完了をまず第１目標といたしてお

ります。これが終わり次第、次の農道はどれにす

るかというランクづけをいたしたいと考えておる

ところでございます。

○議長（嶋本五男君） 西坂教育指導部長。

○教育指導部長（西坂恭明君） 樽井第６号踏切の

使用者側の方でございますけれども、事故発生以

前からもそうですが、事故発生以後につきまして

は特に幼・小・中含めまして、交通ルールを守ろ

うということで指導の徹底を図っているところで

ございます。

また、とりわけ踏切等々の危険箇所につきまし

ては、先生方が定期的に、また継続的にグループ

として出て、その場で現地指導をしておりますし、
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またＰＴＡの方々の御協力も得ておるところでご

ざいます。

なお、通学路としてでございますけども、通学

路として認めている場所でございます。

以上です。

○議長（嶋本五男君） 松原君。

○８番（松原義樹君） それでは、引き続いてその

ことでいわゆる安全対策というんですか、あそこ

を中学生が通って、電車通学じゃないですから、

あそこは単車とかそれから自転車、これの通行は

カットになってます。軽自動車は通れないように

真ん中にさくがあります。

そういう状態の中で、そこを行くと天神の森が

あるという、場所的にはそういうとこですが、ち

ょっと離れると言うたらおかしいんですが、安全

対策という意味で、今現在泉南中学の生徒があそ

こを通ってるので、関連して少し聞いてほしいん

ですが、ヘルメットをかぶるのが今１人もおらん

という状況、これについては、できない規則とか

そういうものはもうほうりなさいと。場合によっ

たら、一番悪いことやろうと思いますが、危ない

ということがどういうことかということをわかっ

てからやってもろたら、中学生ぐらいやったら判

断できるやろうぐらいに私は思うんですが、転ば

ぬ先のつえ、きょう現在はそういうことがないん

です。何とかヘルメットをかぶらせたいんですが、

それについて何か方法があれば、時間がないです

ので手短にお願いします。

○議長（嶋本五男君） 西坂教育指導部長。

○教育指導部長（西坂恭明君） ヘルメットにつき

ましては、自分の命を守る、自分の体を守るとい

う観点から、やはり進んで自分からかぶっていく

べきものであろうというように感じておりますが、

ルールとしてその学校で決まっているかどうか、

これは学校サイドで決めることでございまして、

また確認をして、できればそういうルールで縛ら

れることなく、みずからが自分の体を守るという、

そういう精神を育てていきたいと、このように思

います。

○議長（嶋本五男君） 松原君。

○８番（松原義樹君） よくわかりましたと言いた

いんですが、それじゃちょっとね。今現在のヘル



メットの着帽の状況からしたら、そのような話で

通じることか。特にあなたがいわゆる指導課の部

長ですから、そういう立場で各学校にどういう通

達を出してるんかなと。意見にしときます。

次、大綱の第２点、市営住宅の関係について。

ここの中で、去年の１月に提訴され、５月に第１

回の公判があった。それ以降、５回のいわゆる証

拠調べというんですか、出したものの今動きをし

てるとは思うんですが、では次の第６回目になる

んですか、５月の１２日という日を聞いたんです

が、それはどのような公判といおうか、公判維持

されてるのか、そこら辺についてちょっとお聞き

しときます。

それと、前回も私同じようなことを聞いてます

から思うんですが、議事録を見ますと、一日も早

くそのものを、きょうはもっと強烈に、勝訴する

ために頑張っていくんやという言い方をされたと

思います。もちろんそれは当事者の違いがあるん

ですからそれでいいんですが、今現在どのような

状況というか、例えば証人喚問とか、だれだれが

来いとか、こういう問題について出てこいとかい

うような論戦に入ってるとか、それから一日も早

くという感覚からしたら、どうも裁判自身の動き

というんか、これの状況が見えないんですが、わ

かる範囲内で即答えていただけたらと思います。

それと、ちょっと触れられましたね。昭和４９

年度以降、数回にわたって入居者と首長 市長

ですか との会合での事実関係についての有効

性はどのようにとかいうような、そこら辺の話も

されましたが、その中で市政自身が継続するのは

これは当たり前やと思います。市がよほど新しい

どこかと合併してというような、そこまでの動き

があったら別なんですが、そうじゃない。４９年

と平成１２年のきょうでは、同じ状況やと思いま

す。

さて、そこの中で事実関係で何か特別なことが

あれば、まずそのことを教えてほしいというふう

に思います。

それと、今度は普通財産になった方なんですが、

先ほども言いました平成１２年度の予算案で９，２

００万円がもう計上されとるわけですね。ですか

ら、日にち的には今年度の早い時期にそれだけの
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ものを出すということなんですが、私、長岡住宅、

その場所も行き、見てるんですが、長岡住宅の問

題では、同じ今度新しい道が池の上にスポンとで

きて、その右と左に分かれたことだけで、５戸は

きょう現在もう売られてというたらおかしいんで

すが、買われて生活されてるわけですね、自分の

ものとして。

残った５戸が、きょう現在は市がそれなりの、

落ち度という言い方はおかしいかな、所有権の移

転といおうか、いろいろな意味で境界の確定がで

きてなかったからということも聞いてるんですが、

そこら辺はどういうふうに考えておられるのか。

ただ、１０戸プラス１戸の同じ対応を考えておる

のかどうかだけでも確認しておきたいというふう

に思います。

以上２点についてお願いします。

○議長（嶋本五男君） 山内事業部長。

○事業部長（山内 洋君） まず、次の６回目の５

月１２日に予定されている公判の進みぐあいはど

うなるであろうかということでございますが、こ

れについてはちょっと今私はわかりません。５回

目と相当期間があくわけでございますが、裁判所

の方も異動があるとかいうことも聞いております

ので、ひょっとすれば裁判官の異動のことも考え

ての公判日程ではないかというふうに考えておる

ところでございます。

それと、せんだって原告の方から訴えの変更が

ございましたが、これについては昭和４９年の１

月２８日に市長と入居者が会合を持ったと。その

会合の内容について有効性を判断していただきた

いという訴えの内容でございました。これについ

ては、たしか去年の５月の２４日だと思いますが、

市の方は不知ということ、そんなこと知りません

という意味の不知という回答をしておるところで

ございます。

○議長（嶋本五男君） 馬野総務課長。

○総務部総務課長（馬野史朗君） 長岡住宅の５戸

について説明申し上げます。

この長岡住宅につきましては、昭和４９年、５

０年度、ほかの住宅と一緒に払い下げをするとい

うことで、確定測量等入ったんですけども、悲し

いかな土地の確定ができなかったということで、



今現在まで普通財産として市の方が管理してるわ

けですけども、今後、先ほどの答弁の中でも言い

ましたけども、売却についての方針を今現在検討

してるところでございまして、できるだけ早い時

期に回答を出したいというふうに考えております。

○議長（嶋本五男君） 松原君。

○８番（松原義樹君） それでは、今の中でちょっ

と専門的なことですからわかりませんが、不知と

いうことは、そのものがあったとだれかが出して

るのに、そのものについてはこちらはそのような

ことがなかったと、平成１１年の５月の２８日の

公判のあれがありますが、にはそういうふうに言

うたということですね。ちょっと待ってください。

それが１つ。

それから、２つ目、昨年の１１年の第４回目の

定例会でも回答を出してもろとるんですが、「答

弁書や釈明を求められた事項に関する書面等、あ

るいは証拠資料は一刻も早く裁判所に提出し、一

日でも早い決着をとの考えで全力を挙げる所存で

ございます」というふうに回答をいただいておる

んですが、今後もそのもの自身が、勝つとか負け

るという言葉を聞くともうお答えが出てきそうな

んですが、円満解決に向けて進むのか、進めたい

のか、そこのことをこの２点出してほしいという

ふうに思います。

それと、もう１つ、９，２００万という数字は、

１００％で計算したときであるということでよろ

しいでしょうか。

以上。

○議長（嶋本五男君） 山内事業部長。

○事業部長（山内 洋君） 不知と申しますのは、

そういう会合があったかなかったかと、そういう

判断をするものではございません。知らないとい

う意味でございます。資料がないから知らないと

いうお答えをさせていただいたところでございま

す。

それと、円満解決ということでございますけど

も、訴訟に円満解決はありません。勝つか負ける

かということでございますので、訴えられた以上

は勝たなければならない。そのために行政は全力

投球するということでございます。

○議長（嶋本五男君） 松原君。

－８９－

○８番（松原義樹君） はい、お話よくわかりまし

た。そのとおりやろうし、そういうふうに思いま

すが、話し合いのきっかけといおうか、いざ言う

たら、裁判であろうが何であろうが、今人が死ん

でるやつを生き返らせという話をしてるんじゃな

いんですから、私が言うてるのは、少しでもそう

いう、生活保護の方の話でもしましたが、できた

ら勝つ負けるだけやなしに、その中で過去のいき

さつとか何かがあれば、そういうことを考慮する

とかというような、人的なといおうか、気持ちの

上ですね、その発露といおうか何かが欲しいよう

に思います。意見でいいです。

それでは、３番目に入ります。いわゆる福祉行

政についてですが、現在おくれることはないとい

うお話をいただけたと。

それと、もう１つ気になるのが、こういう介護

保険を申請されて、それを認定する数が、私の聞

いてるところでは約千五、六百ぐらいやないかな

というふうに思ってますが、その千五、六百の方

が、きょう現在は８６１人で、そのうちの決まっ

たのが七百何ぼと言われましたね、そういう数字。

ということは、八百何ぼということは申請率がま

だ５０％をちょっと超えたぐらいの感じなんです

が、そういうふうにとらえてよろしいんでしょう

か。数がまだたくさんあるのに、自分のところは

世間の状況を見てからとか、何かそんな感じがし

ますから、それについてちょっとお答えください。

２つ目、まず福祉行政の生活保護について、物

の考え方の中で、いわゆる最低生活というのは、

私の勉強不足やろうとは思うんですが、最低生活

とは例えば自転車があるとか、自動車があるとか、

何か特別なものをあげつらって言うてるとは思う

んですが、１人の小学生、中学生、もう１つ幼稚

園も入れましょうか。それに夫婦 夫婦がおっ

て生活保護というのもしんどいと思うんですが、

それもあるかもわかりません。そういう状態でケ

ースとしてどのくらいが最低生活なんでしょうか。

いわゆる国が言う最低生活、市が今まで対応して

る最低生活とはどういうものなんでしょう。給料

がないだけやったら私もと言いたいんですが、い

ろいろあると思うんですよ、そういう意味では。

以上です。



○議長（嶋本五男君） 谷健康福祉部長。

○健康福祉部長兼福祉事務所長（谷 純一君） ま

ず、最初の御質問の介護保険の認定状況の件でご

ざいます。

先ほど議員言われました千五、六百件と、この

件数につきましては、一番最初この介護保険の事

業計画を現在つくっておりますけども、その中で

要介護者と老人人口、その辺を積算する場合に見

込み数という形でその数字を出させていただきま

した。

そして、その中で、あとその中から要介護者の

数が１，０００人ちょっとぐらいやったと思うんで

すけど、ちょっと具体的な数字は今持ってないん

ですけども、そういった数字の中で介護者が出る

と。そして、その介護者の中から、今現在実際に

要介護認定されてる申請者の方が出てこられて、

その数が先ほど申しました現在８６１人という形

になってるわけでございます。

そして、この数字は２月末現在でございますの

で、あとまだ３月いっぱいまであると思いますけ

れども、その後また４月以降にもひょっとしたら

介護申請される方も出てくるかもわかりませんけ

ども、そういった中で我々としては数字を決めて

いったという経過でございます。

それと、生活保護の分でございます。これにつ

きましては、先ほど答弁しましたように、憲法の

２５条で最低生活が保障されております。その中

で国の方が各世帯の人数に合わせて最低生活の生

活費というのを積算されております。

そして、基本的に、先ほど申しました夫婦ある

いは子供さん、小学生の方、あるいは中学生の方

によって若干数字は違ってくるわけでございます

けれども、平成１２年度の全国的に積算した数字

として、標準４人世帯、これは国が積算してるの

で、３３歳の男子、それから３０歳の女子、そし

て小学生の子供、そして４歳の子と、こういった

形で、これは全国的な最低生活費ですけれども、

それで年間約２４２万７，０００円を出されており

ます。そして、月額にしまして約２０万２，０００

円。こういった形で、これはあくまでも基本的な

数字として出されてるんですけども、こういった

数字で国の方は示されております。

－９０－

ですから、やはりその世帯世帯の構成人員によ

りまして数字が示されてくると。それをまた我々

としては、そのほかにまたいろんなケースという

んですか、家庭の事情でもし加算されるものがあ

ればまた具体的に加算して、それで月額を出して

いくと、そういうことになっております。

そして、あとその世帯にもし収入がございまし

たら、それを引いて、そしてこれが最低生活費で

すよということで御相談申し上げてると、こうい

うことでございます。

以上です。

○議長（嶋本五男君） 松原君。

○８番（松原義樹君） 時間が迫ってきますという

か、４５分までしかなかったと思うんですが、２

つ一緒にさせてください。

大綱の第４点目、下水道行政です。ここの中で

は、男里の大里川のポンプ場があります。あのポ

ンプ場の後ろ側には、大きな防潮堤がそのままき

ょう現在もあります。その防潮堤を突き抜けると、

向こう側の受け入れのといおうか、今度の海岸の

ところに出る道とつなげるというふうに思います

が、そこの供用するというか、そういう形にする

ためには、下水の方がおくれるとあかんというこ

とを言われましたので、どうか下水の方、前回の

５号踏切のような時間を費やすんやなしに、でき

るだけ頑張って進めていただきたいと。悪いです

けど、もうお答えは要りません。

次、そのときの堀病院で、前に人を飲み込んだ

川がありましたね。それで岡田まで流れた。ああ

いう状態があったと思うんですが、それで亡くな

っております。きょう現在、取り込みとか飲み込

み、そういう言葉をたくさん使いますが、あの径

といおうか、地下の河川を見たら直径５メーター

ぐらいあるんですか、５メーター、５メーターぐ

らいのかなり大きなものですから、入り込んだら

どうにもなりません。それの安全対策ということ

を特に頑張っていただきたいと。その前に何重に

でも人どめとか材木とかごみどめとか、そういう

考え方はちょっと乱暴過ぎて申しわけないです。

済みません。

それと、もう１つ、農業公園のかるがも計画の

花卉団地の状況というのは、それを要望された時



期と、今でき上がって、そろそろ分譲開始やとい

う時期とは大分時間がずれてる。約２０年おくれ

てるというか、日にちが経過してるんと違うかな

という状況からしたら、その熱というか、これに

ついてもかなりしんどい状態があると思います。

過日のあそこら辺で坪当たり５０万とか７０万あ

った道路沿いのものを売って、そして花卉団地を

買うて、その資金にしようとぐらいに考えておら

れたと思うんですが、そういう意味からしたらき

ょう現在の状況では２０万、３０万で、半減どこ

ろかかなりいったと思います。そういう意味で何

か補助といおうか、そういうことを考えるかどう

かということ。

以上、そこら辺をお聞きして終わりたいと思い

ます。

○議長（嶋本五男君） 山内事業部長。

○事業部長（山内 洋君） 農業公園の入植の予定

のことでございますが、農用地の整備は既にほぼ

終わっております。２０年もおくれてると、そう

いうことはございませんで、平成４年から構想を

持ちまして、実際四、五年程度の事業で、もう間

もなく農用地の整備は完了するということでござ

います。

入植予定者、これにつきましては当然事業を開

始した当時のバブル状況とは違いますので、現在

の造成単価と申しますか、これについては坪当た

り８万円以上を超えておるということでございま

す。これについて入植者は難色をされておられる

わけでございますけども、府の公社の方もできる

だけ単価を下げて事業を完了したいという考えを

持っておられます。原価を割ってでも入植はして

いただきたいという公社の意向もございます。ま

た、市といたしましてもそれを支援するために、

構造改善事業等の入植者が予定しやすいような形

態をとっていきたい、支援をしたいということで

取り組んでおるわけでございます。

○議長（嶋本五男君） 竹中下水道部長。

○下水道部長（竹中寿和君） お答えします。

雨水の取り込みゲートでございますけども、安

全を第一に考えておりますので、取り込みゲート

の中にはさくを設けて、大きなものとか動物とか

が入らんように、きちっとひっかかるように安全

－９１－

策を講じております。

○議長（嶋本五男君） 松原君。

○８番（松原義樹君） 時間内で終われるように御

協力いただきまして、ありがとうございました。

以上で終わりたいと思います。

○議長（嶋本五男君） 以上で松原議員の質問を終

結いたします。

３時１５分まで休憩いたします。

午後２時４４分 休憩

午後３時１６分 再開

○議長（嶋本五男君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。

次に、２番 小山広明君の質問を許可いたしま

す。小山君。

○２番（小山広明君） ことしは市会議員の選挙で

もありますし、我々ほんとに最後の新しい予算の

審議をこの議場でやるわけですが、お互いに頑張

って、ほんとに泉南市民１人も議会の行為で悲し

むようなことがないように、我々はともに、意見

の違いはあっても協力してやってまいりたいと思

いますので、またよろしくお願いいたします。

さて、今の時代、本当に混沌として、一体どの

方向に進むのかということが全く見えない、そう

いう状況にあります。しかし、考えてみますと、

地方分権にいたしましても、介護保険の問題にい

たしましても、これまで私が議論してまいりまし

た平和の問題にしても、確実に地方が責任を持た

なければならない、そういう時代に私はあると思

います。

このことは、私たち地方議会に身を置く者とし

て、本当に政治の先端に立って自信を持ってこれ

からの混迷した社会を切り開いていく、そういう

自信を持つ時代に入ったと思いますので、これま

で以上に苦労もあり、また勉強もしなければなら

ない、そういう状況にあると思いますので、とも

に頑張ってまいりたいと思います。

また、泉南市がどう変わったのかということを

市民が感じるためのやはりインパクトのある行動

をしていかなければならないと思いますが、大変

小さなことを言うようでありますけども、私はた

ばこの問題で、くわえたばこをしながら仕事をし

たり、またたばこを持ちながら廊下を歩いたり、



きのうも市役所の庁内で作業をしておる方がくわ

えたばこで棚をつるす仕事をされておりました。

このことは大変見苦しい。

市の職員の姿勢がそのことで一挙にイメージさ

れるという、そういう問題を持っておるわけであ

りますから、本当に小さなことに我々はもう一度、

今まで許されたからこれからもいいんだという、

そういう甘い姿勢ではなしに、議員はそのために

率先してやはり頑張っていきたいし、もう一度自

分たちのあるべき姿を振り返る必要が私はあると

思いますので、大変僣越で、このような場から言

うのは大変問題でありますけれども、しかし、や

はり市民がそういうことを通して市を理解し、議

員を理解し、議会を理解するということを考えま

すと、私たちはそのことを本当に私も含めて襟を

正していきたいと思います。

それでは、質問通告に従って質問をしてまいり

ますけれども、地方分権と行政手腕ということが

市長の市政運営方針の中にもあるわけであります

けれども、市長はこの行政手腕ということをどの

ように考えておられるか。私はいまだに行政の中

で長くおられた市長だけに、行政の中、役所の中

だけにおる感覚がまだ残っているようにしか見え

ません。きょうのいろんな議論の中でも、市長の

やっていることには自信を持って答弁されており

ますけれども、かなりずれておるなあという感じ

を持つことがいっぱいあります。

そういう中で、市長はこの行政手腕ということ

を地方分権という状況の中でどのように思ってお

られるのか、まずこのことを示していただきたい

と思います。

次に、財政再建の問題であります。

いろんなことが議論されておりますが、私は１

つのことを提起して市長の考えをお聞きをしたい

と思います。補助金や助成金、委託料という問題

についてであります。当然そのことは行政目的を

持ち、事業目的を持っておるわけでありますから、

永遠にそれが必要ということはあり得ません。当

然、市民みずからが自立をし、その助成によって

力強い事業が行われていかなければならないわけ

でありますから、目的と、その目的が遂行される

までの期間を、補助金や助成金を出すときに切る

－９２－

期間を示して、私は助成金や補助金を政策化して

いく必要があると思います。

そういう意味で、今まで出しておったものも一

度ゼロから出発をして、目的は何か、そしてその

目的を達成するためにどのぐらいの期間がかかる

かということをきちっと精査して、そういう補助

金の出し方をするべきではないかと思います。

例えば、今回、７５歳以上の人たちに毎年出し

てまいりました老人祝い金を実質的には廃止する

議案が出ておりますが、このことはやはり議論の

中でも、関係者に説明をしたのかという質問に対

して、そういうことを説明しても賛成していただ

ける方がないから、これは市の判断でやるという

ことを堂々と担当助役は答弁されておりますが、

私はこういう問題こそきちっと関係者に市の状況

を全体的な状況も踏まえて説明をし、できれば納

得していただく形で議案提案をするべきだと思い

ます。これは１つの例でありますけれども、そう

いうようにきちっとした説明責任が特にこれから

は強く問われると思いますので、市長のこういう

面についてのお考えをお聞かせいただきたいと思

います。

次に、空港の問題であります。

これはだれが見ても空港の基本理念がもうすっ

かりなくなったと思っているのは、普通の市民の

多くの思いであります。その一番大きな理念が形

を持ったものが、陸上飛行の問題であることは言

うまでもありません。この本会議場でも陸上飛行

の話があったときに反対決議を上げておることか

らも、そのことは言えると思うわけであります。

しかし、何度も何度も議会で反対決議を上げた

にもかかわらず、国や運輸省が陸上飛行策動の働

きかけをしてくる中で、とうとう議会も、また市

長もその前に屈して、現在陸上飛行がされておる

わけでありますけれども、議会から、また市長か

らはいろんな言いわけもあるでしょう。しかし、

市民が思っている思いは、やはりだまされた、初

めから陸上を飛ぶことはわかっておったのではな

いか、そういう思いとして残っている問題を軽視

することはできません。

そういう中で、私は市民の皆さんと一緒に陸上

飛行は違法だという裁判を、陸上飛行がなされた



１２月３日に裁判所に起こしました。その裁判の

判決が、前回高裁の判決がありました。地裁の判

決を踏襲するものでありまして、簡単に言えば、

飛行コースについては住民には訴える権限がない。

飛行機がどこを飛ぼうと、それは運輸大臣の専権

であるということが堂々と裁判の場で述べられて

おります。

果たして、そういうようなことで議会や市長も

含めて納得するのでしょうか。どこを飛ぼうと自

由だというのであれば、あの約束は一体何だった

のか。議会でもそれは約束違反だと言った決議は

一体何だったのか。初めからそういうことであれ

ば、飛行コースはどこを飛ぼうと運輸大臣の権限

だから、初めは海上だけと言っても、後はどうな

るかわかりませんよというのがちゃんとした説明

責任ではないでしょうか。余りにも地元を軽視し

た国のやり方であると思いますし、そのことに対

しては前の市長も、また今回の向井市長も憤りを

持って、陸上飛行の話があったときには憤慨し、

怒っておったことを私はいまだに覚えておるわけ

でありますから、その思いについては共有するは

ずであります。

しかし、先ほど言ったように、市民がやっぱり

国は初めはいいかげんなことを言って、つくって

しまえばどうにでもしてくるという思いとして残

っているこの気持ちは、私はかなり大きな損失で

あり、今後大きな問題を持ってこざるを得ないと

思うわけであります。その面について、そういう

基本のところで失われたこの関西新空港の基本理

念について、市長は今正直どのように思っておる

のかをお聞かせいただきたいと思います。

次に、市営住宅の問題であります。

このことは裁判の場でも今議論されております

けれども、果たして裁判の場にだけゆだねておっ

て責任が済むでしょうか。このことは、明確に２

０年以上にわたって払い下げをするということを、

この議会でも行政がきちっと行政行為を具体的に

やってきた問題であります。このことは、だれが

市長になっても、その２０年にわたる約束をほご

にするということは、社会的に考えても大変な損

失であり、理屈の上ではできても、実際の面、財

政の面、感情の面からいっても、それを覆すこと
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は力で無理やりにねじ伏せる以外に私はないと思

うわけであります。また、そんなことが許される

時代ではありません。

だから、市長の答弁も、住民の理解がなければ

市がやろうとしている建てかえもしないと言って

おるわけでありますから、その限りにおいては現

状で維持しますよということを公言しておるのに

等しいわけであります。

では、そういう状態が続いたら一体どうなるか

ということを想像していただければわかるはずで

あります。この問題以来、社会のインフラや設備

がどんどんよくなっている時代に、はるかに耐用

年数を過ぎた住宅に、市営住宅という名のもとに

手直しすることもできず、その古い家に住まわさ

れておる入居者の皆さんの人権、命の問題を考え

るときに、私はこのことは法的な問題以前に、市

民に対する市の責任として、市長が政治力をもっ

て一挙に解決する問題だと思います。

住民に一体この問題が何の責任がありましょう

か。市と国の関係では理屈はわかります。しかし、

住民は全くそのことはあずかり知らないことであ

ります。主権者、住民に対して、行政の末端、い

わゆる地方分権の中で一番責任を持たなければな

らない行政が主権者に行った約束の重みは、私は

国に政治家として訴えるならば理解できないはず

はないと思います。

私は、初めて内閣総理大臣小渕恵三さんから直

接Ｅメールで手紙をいただきました。このことは

住宅問題ではありませんけれども、私が豊島の現

地に行って肌で感じたことを書きました。そうし

たらその内容は、私たちが出しているごみがあの

豊島という島の中に５０万トンに上る廃棄物が埋

められ、ただ埋められただけではなしに、そこに

油をぶっかけて燃やして、その島の人たちにぜん

そくを患わすような大変な被害を与えて放置して

きた問題、そしてその現場が全く海に汚水が流れ

出すことを防止しておらないまま放置されている。

その現状を見たときに、その５０万トンのごみ

をどうするかという処置の仕方についてはゆっく

り議論していただいても結構ですが、毎日毎日海

の中に流れ込んでいるこの産業廃棄物の汚水をと

めなければならないという思いを持ったのは、人



間として当たり前の感覚で、もし小渕総理がその

現場に立てば、そのような指揮をするだろうと、

そのように思ったから、その正直な手紙を書いた

わけであります。

このことは、朝日新聞の「声」欄にも採用して

いただいて、豊島の現地の方からも手紙をいただ

きました。本当にこの豊島の問題は、今、日本社

会が抱える、つくるだけつくっても後のことを面

倒見ない、ほったらかしという無責任な社会のあ

り方を象徴する問題として、私は小渕総理に直接

Ｅメールで手紙を出したわけであります。そうし

たら、丁寧に「私」という主語でＥメールをいた

だきました。そういう原則、主権者に対して正直

に立ち向かうという姿勢は、政治的な考え方はい

ろいろあっても、やはりそういう真摯な態度が私

は必要だろうと思います。

市長がホームページを開いておりますが、意見

に対しては返答できませんという態度と、小渕総

理の意見があれば言ってください、そしてみずか

らメールを送るという態度には、私は余り比較は

したくはありませんが、市長の態度は私は小渕総

理に比べれば冷たいのではないかと思います。そ

ういう意味で、この市営住宅の払い下げ問題は、

裁判という経過とは別に政治家として、また主権

者、市民に対してとるべき決断が必要ではないか

と思います。

そういうことで、市長が建てかえを決断した、

その判断の是非もめぐって、きょうの段階に立っ

て、私はこのことについて再度市長の建てかえ決

断の撤回を求めるわけでありますが、そのことに

ついてお答えをいただきたいと思います。

続いて、測量図面の紛失の件であります。前回

の本会議でこの問題を取り上げたときに、探した

けれどもなかったということで、そのときにお示

しいたしましたが、業者の方には測量図面がある

ということを私は聞いておりましたから、ないの

であれば業者の方にもらうべきではないかという

ことを質問いたしました。そのときに担当部長が

答えたのには、そのつもりもありませんというに

べもない御返事でした。

私は、この回答の姿勢には、市が市民の皆さん

の税金を使ってやりました事業成果、測量図面が
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ないということの問題の重大性を考えるならば、

業者にあるということを提起したその段階で、す

ぐにでも業者に行ってそれをもらうという、まあ

経費は払わないといけないと思いますが、もらう

という措置をするのが私は普通の感覚だろうと思

いますが、そういうことが即座にはなく、市長と

の長いやりとりの中で、市長は探してもなければ

業者の方にももらうように手続をしたいというこ

とを言ったのには救われた感じがするわけであり

ますけれども、そういうように行政マン全体もや

はり市長のように、選挙でそういう立場を得ると

いうことは市民の感覚が入ってくるということを

証明するんだと思いますけれども、やはりもう少

し議論の中身においては人間らしい対応をしてい

ただきたいと思います。

この測量図面については２月２４日に見つかっ

たということが報告されましたから、その責任の

是非というのはまた別として、まずよかったなと

私は思います。そして、このことについて、二度

とこういう重要な文書が行方不明にならないよう

な措置をどのようにこの反省からされようとして

おるのかをお尋ねをしたいと思います。

次に、ごみの減量努力者への還元ということで、

これもこれまでの議会でも議論してまいりました。

有料化といっても、ただお金を取るという問題で

はなしに、標準的な量のごみ袋を配って、それよ

りも減れば、やはり減量化努力をしたくなるとい

うような価格で市が買い上げる。当然、標準より

も多く出せば、それはまたお金を出して袋を買っ

てもらう。そういう指定袋でなければごみを回収

しない、そういう処置を提案してきました。

このことは行政がとりたててお金が要る問題で

もありません。しかし、これまでの行政の態度で

申しますと、そんなことをしたら不法投棄がふえ

るとか、ごみ袋の中にぎゅうぎゅう詰めて、ごみ

を集める方が腰を痛めるというような、枝葉のよ

うな言いわけをしておるわけでありますが、それ

はそれでどんなことをやってもすべての政策が１

００％実行できるわけはないわけでありますから、

市民に対する指導ということもあわせてこのよう

な処置を提案したいと思いますが、この面へのこ

れまでの検討、また実施に対する予定などをお聞



かせいただきたいと思います。

次に、年齢差別禁止法ということについて御質

問いたします。

これは泉南のあいぴあで講演がありまして、松

下電器の労働組合におられ、今は退職者のボラン

ティア運動を一生懸命やっていらっしゃいます方

のお話があったときに、この方がアメリカには定

年がないようでありますけれども、しかし、やは

りこの法律ができるまでには年齢だけで差別をさ

れるということがあったということで、退職者が

一致団結をしてアメリカにこの年齢差別禁止法と

いうのをつくったという話を初めて私は聞きまし

た。

本当に私たちは人権とか差別というようなこと

を言っておっても、なかなか気がつかない問題も

あるんだなということを、このとき初めて知った

わけであります。年がいけばいくほど個人の格差

は広がってきます。若い方は人に合わすというこ

とができるわけでありますけれども、年齢がいっ

てまいりますと、なかなか個人の格差が多く出て

まいるわけでありますから、７０歳でも元気な人

もおれば、５０歳でも病弱な人がおることは当然

であります。それをただ年齢だけで私たちの社会

はいろんなことをしておるんではないでしょうか。

その一番大きな例が、やっぱり定年の問題であ

ります。また、働きたくても定年というものがあ

りますから、安い値段で、本当に正当に評価され

ればいいわけでありますけれども、本当に雇って

やるわというような態度で人を扱っておる面があ

ります。このことはやはり年齢に対する差別を許

さない、そういうことが私は必要だろうと思いま

す。

こういう表現を私は初めて最近聞いたわけであ

りますが、この年齢差別禁止法という問題につい

て行政はどのように考えておるのか。また、これ

は国の問題で法律的にしなければならない問題も

あるわけでありますけれども、市の行政としても、

市の政治としても、この問題を生かした条例や施

策をすることは可能でありますから、この面につ

いてのお考えをお聞かせいただきたいと思います。

最後に、無防備地域宣言運動の意義について御

質問をします。
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これは、市長も現在の非核平和都市宣言がその

ような趣旨を踏まえているという前向きな答弁が

ありました。この問題、今全国に私たち市民派議

員というものが、各議会でこのことを議論をして

おります。そして、このことは私たち国民、市民

に余り知られておらない概念であります。

日本が署名をしておらないということもありま

すし、きのうの質疑の中でも国際的な条約の問題

が話に出ておりましたが、この問題は１５４カ国

が署名をしている問題であります。つまり、地方

自治体に戦争に対して反対する権利を国際社会が

与えたということで、私は大変大きな意義のある

国際条約だと思います。

今、国というようなこれまでの概念が取り払わ

れ、ほんとにボーダーレスに国というものを越え

て地球レベルでいろんな問題が動いておるわけで

ありますから、国というものだけを考えて私たち

が生きる、平和の問題を考えるのではなしに、一

番人権、人に近い地方自治体が主体となって平和

の問題も考えていくためには、私はこの無防備地

域宣言というジュネーブ条約の第１議定書をベー

スにした地域の平和条例をつくり、平和のまち泉

南ということを、それこそ１９１ある全世界に向

かって発信することが、きのうの市長の答弁の中

にもありましたけれども、本当に世界に泉南市を

イメージし位置づけていくことについては、私は

大変意義のある国際条約ではないかと思いますの

で、こういうものを踏まえて市長なりにこの国際

条約を生かした市政を進めていただきたいと思い

ますし、市長も平和条例の必要性については言及

されておりますから、この面については意見だけ

にしておきます。よろしくお願いをいたします。

○議長（嶋本五男君） ただいまの小山議員の質問

に対し、理事者の答弁を求めます。向井市長。

○市長（向井通彦君） 小山議員の御質問にお答え

いたします。

まず最初に、地方分権と行政手腕ということに

ついてでございますが、平成１２年４月１日から

いわゆる地方分権一括法における関係各法が改正

されたことによりまして、戦後改革以来の大改革

と言われている地方分権制度がスタートされます。

この制度の根幹は、市長が国の機関として国の



事務を執行する機関委任事務が廃止され、新たに

自治事務及び法定受託事務に再構成されることに

よるものでございます。

この機関委任事務は、本市の事務のうち多数を

占めるものであり、事務の性格上、極めて強い国

の監督権が及んでいた事務であって、言うならば

この事務が長年にわたり国と地方の上下関係を保

ってきたと言っても過言ではないかと思われます。

さらに、今般の改正では、自治事務はもとより

法定受託事務においても、法令に違反しない限り

において条例制定権が保障されたことにあわせて、

従来のような強い国の関与が地方自治法により類

型化され、法律に定められていない関与について

は原則行えないこととなっております。

以上のことから、従来のような画一的な行政運

営から、より弾力的な行政運営へと転換を図ると

同時に、自立した行政運営が求められてくると考

えられます。

以上の主たる制度改正の趣旨を踏まえ、本市に

おきましては自己決定、自己責任のもとに、住民

ニーズに合ったきめの細かい行政運営を展開し、

より住民に近い行政を実現していきたいと考えて

おります。

また、行政手腕ということでございますが、こ

れはそれぞれの市や町が抱えている問題について、

一定これをいろんなところへの働きかけも含めて

実現をしていくことだというふうに考えておりま

す。これは結果論として評価されるものというふ

うに思っております。

泉南市も、これからオリジナリティー豊かな施

策を進めていかなければならないというふうに考

えておりまして、最近本市に対する評価というの

は年々高まってきているというふうに理解をいた

しております。

例えば、去年１２月に出ました「大阪アラカル

ト」でございますけれども、この中では、南大阪

地域にあって文化ホールの建設よりも福祉センタ

ーを最優先したり、埋蔵文化財展示室を充実させ

たり、環境マネジメントにも力を注ぎ、南大阪湾

岸南部流域下水道組合において、下水道では全国

で初めて環境ＩＳＯを取得するなど、近隣の市町

村とは一味違う独自の路線に基づいて観光開発の
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進む泉南市というふうに評価をされております。

また、昨年、１１年に日本工業新聞にもかなり

大きく取り上げていただいておりまして、専門新

聞でございますからなかなか目に触れないかとい

うふうに思いますけれども、この中でも、大変恐

縮ではございますが、書いてあるとおりでござい

ますので、技術畑出身の市長が陣頭指揮をとる大

阪府泉南市は、グリーン調達、省エネ、リサイク

ル制服の着用推進、さらには大阪湾唯一の自然干

潟を市民とともに守る運動を展開するなど、きめ

細かな地球環境保全活動が泉南スタイルとして定

着してきたというふうにも評価をされております。

今後とも地方分権の時代に合った形での行政運

営に努めてまいりたいと考えております。そのこ

とが私自身のまた行政手腕ということになろうか

というふうに思います。

次に、関西国際空港の関係で、先般２月２９日

に高裁判決の出ましたことについてでございます

けれども、このことは、御承知のとおり平成１０

年１２月３日から新飛行経路、つまり陸上飛行ル

ートの運用が開始されました。運用開始に当たっ

ては、泉州９市４町すべてにおいて容認されたと

ころでございます。

今回の裁判は、小山議員を含む８人の方が、国、

大阪府、関空会社を相手どって、陸上飛行ルート

の差しとめ及び埋立免許無効確認を求め訴訟を提

起されましたが、昨年５月２５日、第一審で国及

び大阪府への請求は却下、関空会社への請求は棄

却という原告敗訴の判決が大阪地裁で出たことは

御承知のとおりでございます。さらに、原告のう

ちの小山議員を含む６名の方が、これを不服とし

て６月７日に控訴されまして、大阪高裁で争われ

ていましたが、本年２月２９日、国、大阪府、関

空会社に対する訴えは、いずれも棄却という原告

敗訴の判決が出されたことも承知いたしておりま

す。

さて、陸上飛行ルートにつきましては、平成８

年に国から提起されて以来、さまざまな議論がな

されてまいりましたが、平成１０年３月、大阪府

は運輸省に対して飛行経路問題にかかわる総合的

な取り組みとして、航空機騒音の軽減措置、環境

監視体制や苦情処理体制の強化などの環境面の特



別の配慮を要請いたしました。それを運輸省が受

け入れ、また７月には泉州各市町がそれらの誠実

かつ確実な履行を求めたところ、運輸省が受け入

れたことによりまして、本市を含む泉州９市４町

すべてが陸上飛行ルートを容認したわけでござい

ます。

その後９月には、国、関空会社、地元自治体な

どによる飛行経路問題に係る協議会 いわゆる

五者協と言われているものでございますが が

設置され、現在に至っておりますが、今月３日の

早朝にも協議会が開催され、飛行経路の運用状況、

常時観測局や定点観測局における騒音結果、また

飛行高度、苦情処理状況について詳細に報告がな

されたところでございます。今後とも飛行経路、

飛行高度等について適正な運用がなされ、住民に

対して疑問が生じないよう、五者協の場を通じて

監視をしてまいりたいと考えております。

第１期埋め立てのときから、この陸上飛行ルー

トの提案があったことに対しましては、私も当然

１期のときは「努めて海上を飛行し」ということ

が前提であったというふうに思っておりますので、

大変遺憾に思いますとともに、大きな憤りも感じ

たところでございます。しかしながら、関西国際

空港の全体構想を推進するという立場から、一定

の条件を付して容認をいたしたところでございま

して、これは現在泉州９市４町すべて容認をいた

したところでございます。

ただ、監視はこの五者協を初め環境監視機構を

通じて、今後とも十分監視をしてまいりたいと思

っております。ちなみに、先般の報告では８，００

０フィート以上で陸域に入るということでござい

ましたが、実際の飛行では約１万フィート以上、

１万から１万二、三千フィートで陸域に入ってい

るということでございました。そういうことも含

めて、今後十分監視をしてまいりたいと考えてお

ります。

○議長（嶋本五男君） 石橋財政課長。

○総務部財政課長（石橋康幸君） 財政再建の方法

についてお答え申し上げます。

本市の財政状況は、平成１０年度決算において

昭和６１年度以来１２年ぶりの赤字決算となり、

極めて深刻な状況であり、また今後もしばらくこ

－９７－

のような状況が続くものと考えております。

財政難の原因でありますけども、景気の低迷が

続く中、市税収入の伸びが見込めない一方で、人

件費、公債費などの義務的経費が毎年確実に増加

していることが大きな要因であると考えておりま

す。

〔小山広明君「僕が提起したことだけ答えてく

れたらいい」と呼ぶ〕

○総務部財政課長（石橋康幸君） 現状の厳しい財

政状況からの脱却と健全な財政運営に全力を傾注

するため、中長期的な視野に立った財政運営方策

を策定するとともに、当面予測される財源不足を

解消するために取り組むべき方針を取りまとめ、

昨年６月に中期的財政展望としてお示ししたとこ

ろでございます。

小山議員御提案の補助金の目的が達成されたな

らば見直してはどうかということでございますが、

現在補助金につきましては４６団体で、額にいた

しますと約８，０００万円を助成しているところで

ございます。その中には、ＡＢＣ委員会あるいは

シルバー人材センター等、いろいろとその会の趣

旨、目的等も違う団体等もございます。そういう

中で、今後補助金のあり方等も十分検討しながら

進めていきたいというように考えております。

そして、やはり何といっても財政再建に、健全

な財政基盤の確立に向けて、我々自身としては可

能な限り努力を続けていきたいと考えております

ので、よろしくお願いいたします。

○議長（嶋本五男君） 山内事業部長。

○事業部長（山内 洋君） まず、昭和６０年度に

実施をいたしました３住宅の測量業務委託の件で

ございますが、これにつきましては昨年の第１回

定例会におきまして、井原議員の方から、その測

量図面は今どこにあるのかというお尋ねがござい

ました。そのお答えといたしまして、私の方から、

「その資料でございますが、実施したのは総務課

でございますけども、費用については事業部の方

で予算計上いたしました。また、成果品について

は総務で所管しております」という御答弁をさせ

ていただきました。

この時点で、成果品について私確認しておらな

かったわけでございますけれども、この事業は完



了しておりますので、資料は当然あるという判断

のもとにお答えをさせていただいたところでござ

います。

その後、探しましたところ見当たらなかったと

いうことで、この２月まで至ったわけでございま

すけども、この間に数度私どもの方が探しました

わけでございますけども、見つけることができな

かったということで、市民に対しては書類の管理

はどうなってるのかというような不安の認識を持

たれたということに対しては、申しわけなかった

ということで、深くおわびいたしたいと思います。

それから、前回の第４回定例会のときに、私、

業者からもらわないという答弁をさせていただき

ましたが、これについては当然市が業者に発注を

して、その事業が完了しておるわけでございます

ので、あるという確信を持っておりましたし、ま

た業者に対しては、ないから再度もらうというこ

とは、業者と市とのいわゆる業務の委託契約のこ

とに対しての疑念も持たれるのではないかという

判断をいたしましたので、そうお答えさせていた

だいたわけでございます。結果として今回ある程

度の資料が見つかったわけでございますので、今

後これの反省のもとに、４月から泉南市の情報公

開条例も施行されますので、文書管理については

十分な注意を払って、市民からの情報公開に対し

ては迅速に対応しなければならないというふうに

思っておるところでございます。

それと、平成７年の１２月に払い下げはしない

という行政の意思決定をしたわけでございますが、

我々はその決定に対して業務を現在も続けておる

ということでございます。

○議長（嶋本五男君） 白谷市民生活部長。

○市民生活部長（白谷 弘君） 小山議員のごみ減

量化策につきまして御答弁申し上げます。

ごみ減量化策につきましては、私ども平成４年

から行っております新聞、雑誌など５種類等の有

価物集団回収に取り組んでいただいている各種市

民団体への奨励金の交付を行ってきたところでご

ざいます。

また、市内公民館での牛乳パック持参者並びに

各小学校での牛乳パック回収に対するトイレット

ペーパー提供などリサイクルに対する助成を継続

－９８－

してきたところでもございます。

また、本年４月からは一般家庭に生ごみ減量化

処理機器を普及させることにより、生ごみが堆肥

化することにより減量化を促進し、またごみの減

量化に対する意識の高揚が図れるため、購入者に

対しまして一定の補助を行うべく、１２年度予算

に予算計上をいたしてございます。

議員御指摘のごみの有料化につきましては、た

だ単にごみを減らすために行うのではなく、どの

ようにしてごみを減らしたかが大事であると考え、

行政がその受け皿を整えるのが役目であろうかと

考えてございます。

また、４月からのプラスチック容器につきまし

て分別収集も行うわけでございますが、これらに

つきましても分別収集の整備の途上であると考え

ており、現在大阪府廃棄物減量化リサイクル推進

会議の分科会において、有料制について調査協議

をしているところでもございます。これからも市

民の皆様に御協力のいただける清掃業務を進めて

まいりたいと考えてございますので、よろしくお

願い申し上げます。

続きまして、年齢差別禁止法についてでござい

ますが、議員御指摘のとおり１９７９年にアメリ

カでは４０歳以上を対象に年齢を理由とした雇用

差別を禁止する年齢差別禁止法が成立してござい

ます。また、欧州連合も１９９７年のアムステル

ダム条約で、あらゆる差別との闘いの規定を盛り

込みました。これに基づき１９９９年１１月には

欧州委員会が、性別、人種、宗教、性に対する考

え方と並んで、年齢による雇用差別の禁止を法制

化の基準となる共通指令案に提案されたところで

ございます。

議員御指摘の法整備につきましては、国政の問

題であり、一地方自治体では直接言及できるもの

ではありませんので、１つの問題提議として受け

とめさせていただきたいと、このように考えてお

るところでございます。

以上でございます。

○議長（嶋本五男君） 小山君。

○２番（小山広明君） 一通りの御答弁いただきま

して、ありがとうございます。

最後、白谷さんに大変調べていただいて、私も



いろいろこれを聞いてから資料を取り寄せようと

思って調べとるんですが、なかなか日本に資料が

なくて困っておったんですが、私が知っている以

上に御説明いただきまして大変ありがとうござい

ます。

考えてみれば、年齢だけで差別するなんていう

ことは本当にあってはならないことですし、我々

はそういうことに気がつかずに差別とか人権の問

題を考えてきた。そのほかにも気がつかない問題

がいっぱいあるということを、むしろこの問題を

通して私はもう一回改めて考えたわけなんです。

市長、これは国の方の法律という問題もありま

すけども、別に年齢によって差別をしないという

ことはだれも否定しないわけですから、これは泉

南市が地方分権なり行政手腕ということも言われ

ましたけども、こういう問題は余り知られてない。

せっかく泉南市の公的な機関での講演の中で私は

耳にしましたから、私だけじゃなしにほかの人も

耳にしたと思いますし、その講演者によると、労

働組合の方でもそのことを今議論しておりますと

いう質疑の中での回答があったんで、市長、この

問題は行政の中で生かせるもので、今やはりそう

いう職員の採用なり、いろんな施策の中で、もう

一遍年齢だけによって差別をしてないかというこ

とをチェックして、ひとつ新しい施策を生み出し

たらどうかなと。

私も提案するほどまだ具体的にはないんですが、

先ほど壇上で言いましたように、年齢だけで採用

しないとか、年齢だけで何か制限されるというの

はやはりおかしいということを聞けばすぐわかっ

たので、その辺、最後の答弁から再質問になりま

すが、ちょっとその辺で市長のお考えを。市長も

余り聞かれたことはなかったんじゃないかなと思

うんですが、その点で今白谷部長がちゃんと答弁

していただいたんで、我々もよく理解しましたの

で、市長の政治家としての考えをちょっとお聞か

せをいただきたいと思います。

○議長（嶋本五男君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 日本の雇用状況とアメリカ

とは若干性質が違うと思うんですね。（小山広明

君「欧州も」と呼ぶ）欧州もありますね。日本は、

どちらかといいますと、定年制はありますけれど

－９９－

も、終身雇用制に近い形でずっと来た。最近若干

変わりつつございますけども、そういう歴史的な

背景がございます。

特にアメリカなんかは、結構好不況によってペ

イオフをはっきりやるという国柄でありますので、

若干生い立ちが違うかなというふうに思いますが、

日本においても現在のいわゆる６０歳定年制を見

直すという動きも一方で出てまいっておりますし、

それから国の施策で、特に今不況の中で中高年の

皆さんが職を失ってる方が大変多いという中で、

中高年を採用した場合に一定の助成をするような

制度もでき上がってきております。そういう形で、

やはり時代時代によって、その雇用のあり方も変

わってくるんじゃないかなというふうに思ってお

ります。

我々といいますか、市とかの公務員の場合は、

どうしても入られた方が余り不利益にならないよ

うにということで、一定終身雇用を前提としてる

ような形になるんですけれども、年金が受給でき

る年齢まで採用するというのが一般的に行われて

いるわけでございまして、それが１つの何歳以下

というような募集要項になってる場合が多いわけ

でございまして、このあたりもこれからの高齢化

社会という中でどうあるべきかというのは、真摯

に検討する必要があるのではないかというふうに

考えております。

○議長（嶋本五男君） 小山君。

○２番（小山広明君） 高畑敬一さんと言われた方

だと思うんですが、ナショナルの労働組合の委員

長をされて、後は経営の側の常務もされたという

ことですから、この方がそういうニュースの中で、

松下の労働組合は６５歳まで定年を延長させたと

いう取り組みも説明されたように、少子化、高齢

化ということで働く人がどんどん少なくて、年金

とか高齢者を支える人が少ないという今の流れに

対して、当時５０歳代の寿命が現在８０歳を超え

た寿命になって、５０歳の寿命のときに定年が６

０歳だったと。だからそういう理屈から言えば、

２０年は定年を延ばしてもええやないかという、

そんな発想もされておりました。

それから、やっぱり女性がどんどん職場に出て

くる。子供さんがおっても働けるようにしていけ



ば、両方からそういう労働者が少なくなる問題は

むしろ解消されるんじゃないかという、そういう

提起もされておったんですけどね。

それはやはり年齢による差別、年とったらもう

極端に、安かったら使ってやるというような方向

では、せっかくの積み上げた経験の労働力を無に

するわけですから。私もパソコンをやり出して、

古いのを買いましたから、ちょこちょこ修理に行

くんですが、直す方は案外年とった方で、一線で

修理ができる方がその修理を目の前でしてくれる

ということで、結構やはりいろんな働くパターン

がありますから、単なる年齢だけで切るというの

は社会的にも損失ですから、ぜひ行政が、時代は

変わっていろいろあるという受け身の姿勢ではな

しに、泉南市がやはり経験を、年をとった方もそ

れなりに働く場を持てば、行政サービスもむしろ

高まるということもあるわけですから、ぜひそう

いうことは行政の中でもやってもらいたい。

私は、前も一回提起したことがあると思うんで

すが、年とった方が受付におると案外年とった人

は相談しやすいんじゃないかと。若い人は若い人

の感覚でパンパン言うから、言葉も速いし、年寄

りはなかなか聞き取れないところもあるんですね。

やっぱり自分の身になって人と対応しますから、

若い人は年寄りの経験がないわけですから。

そういう点では高齢化社会、介護保険とかいろ

んな高齢者施策というのが重要な行政の施策にな

るときに、やはりそれを担う側、提供する側も同

じ年齢であるということは、当然合理的でありま

すから、今までと社会のあり方が変わったという

ことで、もう少しやはり弾力的にこういう年齢に

よって差別をしてはいかんという情報、私はアメ

リカだけと思ったら欧州もということですから、

世界的な流れですね。そういう点では、やはり積

極的に市の行政に取り入れていただきたいと思い

ます。

それから、関空の問題で、私はやっぱりおかし

いなと思うのは、この裁判の中でも、埋立免許を

出したのは大阪府知事なんですね。それは、やっ

ぱり重要な問題として陸上は飛ばないと。言い方

は努めてということはあっても、実際機能しとる

のは陸上は飛ばないんだという中で、あれだけ反

－１００－

対運動があった中で、関空がつくられた大きな要

因というのはそれなんですね。いろいろ難しいこ

とはいっぱいあるでしょうけども。

それが、この埋立免許というのは、完成した後

は全く法的には波及できないという、こういう問

題があるんですよ。これが裁判の中では１つネッ

クになったんですね、埋め立て終わっとるやない

かと。しかし、この事実は、完成する前から海上

だけでは満杯だという議論が出たんですよ。その

ときから議会でも反対決議を上げましたよ。

実際は、陸上を飛ぶようになったのは開港後で

すから、埋め立ての完成が終わってからですから

ね、それは埋め立ての免許に違反するということ

は主張できないと、こういう議論があったんです、

裁判の中でね、市長。

これは、私は至って質の悪いやり方だと思うん

ですね。事実は埋め立て完成が終わるまでにわか

っておったのに、法律はよく知ってますからね、

官僚さんは。だからこれは今やったら埋め立ての

僕らはもちろん陸上飛行に反対ですけども、

陸上を飛んでもいいと、ある意味で。手続をちゃ

んとするべきやないかと。それを議会がうんと言

うた、市長がうんと言うた、これは法的じゃない、

政治的にうんと言ったんですからね。やはり法的

に埋立申請をやって、説明会も住民にして、そし

て議会の同意も法的に埋免の同意をしたわけです

ね。そういう手続を少なくとも基本原則が変わっ

たんだからするべきではないかという至って穏健

な訴えをしたんですよ。やっぱり議論にならんと

いけないですからね。しかし、それもやはり完成

後に変更したんだから、それは住民に訴える権限

がないと。飛行コースはどこを飛ぼうと運輸大臣

の専権だからと、こういうことなんですよ。

これは、住民の思い、一般の市民の思いとはか

なりかけ離れた論理ですよ。僕らは、この裁判と

いうのは、これだけ天下に向かって大きなうそを

ついた、陸上を飛ばないというのに飛んだんだか

ら、こんな大きなうそがまかり通ったら困るやな

いかということで、司法を裁くんだと、大胆にそ

ういう思いでやったんですよ。このことを司法が

どういうふうに判断するのかといったら、中に入

れずに門前払いにしたというのがこの裁判の判決



なんですね。

私はこの裁判の中でも、約束を守るというのは

この社会の基本ですからね、憲法的な理念だから、

最高裁向きやなと思うから、最高裁に上告するか

どうかは、まだ１４日まで控訴期限がありますか

らね。これは法律云々の問題じゃなしに、憲法に

照らしてやっぱりおかしいと。埋立免許の法律そ

のものをないがしろにするんだと、このことを許

したらね。

それはそうでしょう。いいかげんに埋立免許を

出しといて、終わったら、完成したらそれはどう

もできないんだから、完成してから変えれるんだ

ったら、初めいいかげんなことを言うとってもい

いわけでしょう。そういうことを許したらいかん

のじゃないかという思いで裁判をしたんでね、裁

判の単なる勝つとか負けるという問題じゃなしに、

こういう矛盾があるよということを社会に、天下

に知らせて、少しでもこれからの社会に、やはり

うそをつかない社会をつくるために裁判をやった

というのが僕の気持ちなんで、それはちょっと中

身を言っておきます。あとは裁判の中ですからね。

それから、住宅問題の中で、私はるる政治的な

決断をしないと、耐用年数も過ぎている問題もあ

りますし、やはり裁判となれば行政があきらめな

い限り、住民があきらめるのは別としても、最高

裁まで行くとすれば、それははるかに常識を超え

て解決がおくれるわけですから、これはやはり政

治家として市長も４年という期限を切って選挙に

出てそこにお座りですから、そういうことで一定

の結論を出す責任もありますね。

それから、もう１つは、２０年近い払い下げを

しますということでやってきた行政、これはお認

めになっとるわけですから、この理由は泉南市の

気持ちはどうであっても、もし払い下げをします

といっても、国が認めないからという、簡単に言

えばそういう１つの判断ですね、あの建てかえを

するという判断は。

そうなれば、やはり国の方に、行政が１つの人

格として市民に約束したことだから、通達なりい

ろんなことがあるでしょうけども、ちゃんと説明

をして、この問題を政治的にも、政治的というの

は市民が生活しとるレベルの感覚だと思うんです

－１０１－

が、そういう意味に立ってやはりこの問題を解決

したいということを言うていけば、さっき私は小

渕総理の直接のメールの話を言いましたけども、

わからないことはないと思うんですね、人間です

から。そういうことを私はやる必要が一方である

んではないかなと。

そのようなことで、市長に再度、市長が建てか

えをすると決断して今日まである期間をひとつ考

えて、裁判とかいろんな問題もあったでしょうけ

ども、解決することができる能力を持っとるのは

市長しかないわけですから、住民にもないですし

ね。そういう点で、市長に再度この問題について

全体状況を踏まえて今どうお考えか。できれば、

決断した判断を撤回をしていただくことがいいん

ではないかなと思うんですが、いかがですか、市

長。

○議長（嶋本五男君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） この問題につきましては、

私どもは建てかえをお願いをしてきたわけでござ

います。入居者の皆さんは払い下げということで

あったわけでございますが、その間の双方理解、

最終合意に至らなかったということで、訴訟の提

起をされているわけでございますから、現在はそ

の訴訟で、先ほども事業部長が答弁いたしました

ように、一応訴えられてる側でございますから、

我々の立場をきちっと申し上げて、その結論を得

るようにいたしたいと存じます。

○議長（嶋本五男君） 小山君。

○２番（小山広明君） そうすると、今、例に私言

いましたが、裁判をずっと続けるとなると、この

ままずっと放置していることについては、市長は

どういうふうに考えるんですか。放置されるでし

ょう、現実には。このことは市長、どう考えるん

ですか。耐用年数を過ぎとるのはもちろん過ぎて

ますね。

こういう問題になったら直したくても直せませ

んわね。この問題が出るまでは、自分で直してく

ださいと、家賃を上げませんよと、こう言ってき

た行政の期間があるんですよ。今はもうそれはで

きませんわね。何かやったらちょっとまた言うて

くるでしょうから、なかなか直すこともできない。

市長もやっぱり係争中ですから、そんな全面的に



直しに入れない。基本的には建てかえですからね。

このままいったことの責任は、泉南市の市長は

そういうことでの責任者ですね。どういうように

この市営住宅については、市長自身の責任として

はどう考えるんですか、これ。裁判にしとるから

それでいいと思っとるんですか。それで済むんで

しょうか。

○議長（嶋本五男君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） それは当然、維持管理とい

う役割があるわけですから、それは入居者の皆さ

んからいろんな御指摘なりあったら、修繕なり対

応をいたしておりまして、昨年来からも屋根の件

がございましたけれども、こういうものを含めて

投資をいたしております。

○議長（嶋本五男君） 小山君。

○２番（小山広明君） 維持管理で対応できるのは、

それは数年でしょう。裁判というのは数年で終わ

りませんで。それは、当然構造物そのものに耐用

年数があるわけですから、何かあったらそれは市

の責任になりますよ。市長もずっと永久に市長を

やられるわけじゃないわけですからね。行政とし

て今までの経過も冷静に踏まえて対処する責任は

絶対問われますよ、何かあったら。あったら、そ

の被害を受けるのは入居者ですからね。あってか

ら考えるというのはよく日本の政治の中にあるけ

ども、ある前にこういうことは十分指摘されとる

わけですから、それは市長、本当にこの問題はち

ゃんとやらないと大変ですよ。問題が明らかにな

っとるわけですからね。

今までずっとこの問題については本当に、結果

的にはいろんな誠意のある対応をしてきてません

で。例の文書の問題にしても、都合の悪いところ

は切って出したことが一遍あるでしょう。それは

知ってるでしょう。知らない。これは切って、お

わびをしてるんです、変造文書とよう言われてお

りますけども。

だから、この文書の問題ですよ、市長。こちら

はこの同じものがタイプで打ったのが住民に一遍

渡されたんです。これが後で出てきとるんですね。

二重地番の問題にしてもちゃんと整理できとるの

に、議会ではずっとまだですと言ってきた。今度

の測量図面にしても、やいやい議論をして、ない

－１０２－

ないと言って、きょう初めて ２４日ですから、

こういう図面かて、ないと言った図面ですよ、こ

れ。こうやってちゃんと出てきとるんですよ。だ

からこれは否定はせえへんと思いますよ。その当

時払い下げると言っとるわけですから、こういう

ことをやるのは当然ですよ。一日も早くこういう

ものをつくって払い下げできるように。

稲留氏の時代に測量の契約をちゃんとして、稲

留市政のときの契約書、指示書があるわけですか

らね、判を押したのが。そうやって図面ができと

ると。それが平島さんにかわって、当時あなたは

浅羽さんのときから市にいらっしゃるわけですか

ら、十分経緯を知っておって、私が今一番いまだ

にわからないのは、建てかえのマスタープランを

つくるときに、国にこの問題は払い下げのこうい

う経過があるから、その話をまずやらないと基本

的にはできないよということを言えば、きょうま

でこんな問題にならないんですよ。

だから、そういうことを考えたらね、そら法的

にどうなるかわかりませんで。法律はなかなか難

しいところがありますから。そやけど、実際問題

として、それは建てかえするなんていうことは、

市長かてしないと言っとるのと同じですよ。住民

が納得しない限りしないと言っとるんですからね。

そしたらこの問題の解決というのはなかなか見え

ないんですわ。

だから、住民が何も主張をあきらめて、市に１

００％不信感を持って立ち去れば、それでも解決

するとは思えませんけどね。そういうことが起こ

らない限り私は解決しないと思うんですけどね、

市長。そういうことを市長、もうちょっと冷静に

考えて、やはり市長として今解決できる力を持っ

ていらっしゃるわけやからね。大阪府の何か３分

の２条項も破って特別なことも建設省まで行って、

そういう約束も関空に絡んでしたわけでしょう。

ある意味で市長というのは直接主権者に選ばれと

るわけですから、市民があなたをノーと言わない

限りはだれにも遠慮する必要ないわけですからね。

そういう点ではこの懸案の問題を解決してほしい。

この問題が市の大きなとげ、問題であることは

市長、認めますか。軽い問題ですか、これ。市民

の立場に立っても、あなたにとっても、解決する



ということにとっても、大変な大きな問題である

という認識はしていらっしゃいますか。そこだけ

ちょっと答えてください。どの程度考えてるんで

すか、この問題。

○議長（嶋本五男君） 山内事業部長。

○事業部長（山内 洋君） まず、一番最初に、市

の職員がいわゆる虚偽のことをしたという大変失

礼なお言葉がございました。私といたしましては、

それに反論いたしたいというふうに思います。

まず、証拠資料と出しております乙１２号証の、

先ほど議員がお示しになった書類でございますけ

ども、それにつきましては、当初表になった部分、

これの控えがございました。だから、お示しをし

たわけでございまして、意図的に文書の部分を切

って出したということはございません。

〔小山広明君「それなら何でこっちの方を住民

に出さないのよ。これは住民が見たら明らか

に住民に有利な資料ですよ。何でそれ隠した

のよ」と呼ぶ〕

○議長（嶋本五男君） 手を挙げてから質問してく

ださい。答弁が終わってから質問してください。

○事業部長（山内 洋君） 事実と違いますから、

お答えをさせていただいておるわけでございます。

それと、なるほど測量の図面、これを探し出す

のは遅うございましたが、これは意図的に我々が

隠したものではございません。

それと、先ほどから議員おっしゃられているよ

うに、市が払い下げの決定をしておると、２０年

間しておるということでございますが、それにつ

いては裁判でも核心に触れる部分でございまして、

松原議員の御質問にもございましたが、市長との

約束、これについては我々は知りませんとお答え

をさせていただいておるわけでございます。

○議長（嶋本五男君） 小山君。

○２番（小山広明君） そしたら、あなたはこの左

の文書の方は住民に示さなかったことは認めるね。

ここからいきましょうか。じゃこれ、どうですか。

こっちは見せなかったでしょう。これをタイプで

打ったものを出したでしょう。それだけ答えてく

ださい。

○議長（嶋本五男君） 山内事業部長。

○事業部長（山内 洋君） 見せなかったというこ

－１０３－

とはございません。意図的にという意味にとれる

わけでございますので。（小山広明君「いや、見

せなかったことは事実です。意図的は別に言うて

ない。見せなかったやろ」と呼ぶ）見せませんで

した。

○議長（嶋本五男君） 小山君。傍聴席は静かにし

てください。

○２番（小山広明君） 皆さん、これは原図の写し

なんですね。住民に出したのは、こちらだけを出

しとるんです。こちらをタイプを打ったのをここ

に張りつけてＢ４で出しとるんですよ。いや、意

図的かどうかを私聞いとるんじゃないですよ。

しかし、こちらは私が本会議でも何回も言いま

したように、このたび泉南市から昭和２８年、昭

和３３年度建設の氏の松住宅ほか１２団地１９５

戸の譲渡処分についての協議があり、その譲渡理

由として、建築後１５年前後を経過しているため

老朽化が著しく、維持管理が困難であり、入居時

に譲渡の確約をしているため再三払い下げの陳情

を受けていると書いてある文書なんですよ。だか

ら、これは事実が書いてあるんです、それまでの

経過が。

これを住民に示すときには、ここだけを出して

ないのは、意図的かどうかはそらわからんですよ。

このことを示さなかったのは事実じゃないですか。

それも、すんなりこっちが出てきたんじゃないで

すよ。ちょっとしたイレギュラーで出たんですよ。

正式に出たんじゃないですよ。だから、そういう

ようなことは住民に不信感を抱かすんじゃないか

と。

この中でも、これ公文書かどうかという議論が

あったのを知っとるでしょう。公文書でありませ

ん。裁判ではこれを唯一のあなた方の証拠として

出してらっしゃるね。それは本会議場で公文書で

ないと言い切っとるんだから、その証拠能力がど

れだけのものかというのはすぐわかると思います

けど、だからそういうようにやはり誠意ある対応

ではない。

あなたは怒ってあそこで答弁してるけど、それ

は撤回してもらわないかんですよ。私は意図的と

か何か言うたんじゃないですからね。この文書を

出さなかったでしょうと言っとるんですよ。ここ



にタイプ打ちのこんなものはなかったわけですか

ら、当初から。これを変造という、住民はね。そ

らそうや、新しくつくったんですわ。原本をコピ

ーして出すのが普通でしょう。それをないのをこ

こに、これと同じ内容をタイプで打って張りつけ

とるのを、あたかもそれが原図を写したものであ

るように出したのは事実じゃないですか。意図的

かどうかは知りませんよ。それは普通常識的にい

うたらやっぱりおかしいですよ。

そういうことで数々、あなたは行政が本会議の

答弁の中でも、稲留さん時代は払い下げを前提に

進んできたことは認めますというのは本会議答弁

であるんですよ。それを今あなたは知りませんと

言うんですか。稲留氏自身は、ここで自分でもち

ゃんと本会議場で言っとるんですよ、予算書も上

がっとるんですよ、議決もしとるんですよ。新聞

記事も財政難だからこれを売りたいと。市長は最

近新聞記事をよく言われるけども、新聞記事もこ

れが朝日新聞に出て全国から驚きの声が上がって

問い合わせがあったんです。財政難を理由に市営

住宅が払い下げれるかということに対して、浅羽

さんは新聞コメントの中で「国の了解がいただけ

た」と、こう言っとるんですよ、その当時はね。

今は違いますよ、その当時は払い下げを前提に

市政が動いておったのは事実で、でなかったら今

日の状態はないですよ。だから今日まで建てかえ

をしたいということで、なかなか解決できないの

はそこじゃないですか。だから、市長の言葉にも

住民の合意がなければしませんというのは当たり

前のことじゃないですか。そういう経過があるの

に住民が納得することないでしょう。住民が納得

するような根拠をやっぱり言ってください、それ

やったら。

市長、ほんとにこれは、僕は市長がこれを重要

な問題と考えてるかどうか聞きたいというのは、

やっぱり市政方針、今後泉南市が将来のことも踏

まえて市政方針の中に一言もこれに触れられてな

いですね。これは市長、住宅を払い下げてあげる

方の課題もありますけども、市長はその理由とし

ているのが、新しい住宅を市民が待ってるから建

てたいというのもあるんですよ、１つ。それに触

れたときに、この問題をどう解決するかというこ

－１０４－

とを示さなかったら、市政運営方針にならないん

じゃないですか。じゃ、その言いわけのために市

民をだしに使っとるんですか。いつまでにあなた

は市民が待っている市営住宅を建てるんですか。

そっちから答えてくださいよ。

○議長（嶋本五男君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 私の公約は、市営住宅を建

てるということは申しておりませんで、公営住宅

をふやすということを申し上げております。過去

においても、高齢者向け住宅も含めて建てました

し、それから緑住区画整理事業で大阪府の特賃の

住宅も導入をしていただきまして、かなりふやし

ました。今度、りんくうタウンで大阪府営住宅、

高齢者向け住宅もふやしていただきますが、そう

いう形で一歩一歩前進をしているところでござい

ます。

また、中高層の市営住宅については、居住環境

の改善という形での一部屋増築もやりましたし、

それから１２年度では、今回阪神・淡路がありま

したから、耐震診断をしないとそれに至らないと

いうことでございますので、２棟分耐震診断の予

算も計上いたしておりますので、そういう意味で

は着実に進めているつもりでございます。

○議長（嶋本五男君） 小山君。

○２番（小山広明君） 市長、建てかえをするとい

う理由の中で言ったんですよ。市営住宅３住宅を

建てかえしたい。それは、市民に低価な市営住宅

を供給したいんだ。公営住宅はむやみに払い下げ

るものじゃないんだ、建てかえていくんだと。そ

れは市民が待ってなかったら別に建てる必要ない

わけですからね。そういう位置づけで建てかえす

るという決断をされたんですよ。

しかし、同じ泉南市の行政が、ある時代２０年

近くは、発端は財政難からそういう市営住宅を売

却するという方針を浅羽さんが立てて、上林さん

時代からの過去からのそういう約束もあったんで

しょうけども、そういうことも踏まえて浅羽さん

が、大変な財政状態だったのでそういうものを売

って、そして１３団地を払い下げたいということ

で、さっき示したような、これはもう測量図面も

ちゃんと、議案提案の前の日付ですよ、大体ね。

ちゃんとこういうものをつくって払い下げのため



の準備をして進めてきたんですよ。

そういう同じ行政が、行政はずっと同じですか

ら、あるとき変わったらそれはもう払い下げしな

いんだと、そんなことが許されたら、市民は何を

信用したらいいんですか。議会にわざわざ議案と

して上げるということは、こういう手続をするこ

とはわかるでしょう、市長かて。やるかやらんか

わからんのに議会に上げるということはあり得な

いですよ、普通は。ちゃんと国の内諾も受けて出

すはずですわね。そして、やってこられた。

それが、市長がかわって、国の通達も変わった

ということはもちろんわかりますよ。しかし、そ

れは早くやっとれば通達前に行為ができたんだけ

ども、二重地番とか旧名義があってできないとい

うことは本会議の議論の中でも明らかですから、

住民に何の瑕疵もない。責任を負うべきものは市

の行政ですね、こうなってきたら。国からも怒ら

れるでしょう、そらある意味でね。

そういう点で、この問題の解決は理屈を並べと

るだけじゃなかなか解決しないですよ、市長。そ

れが私は地方分権、行政手腕ということだろうと

思いますよ。やっぱり理屈並べて神学論争やった

ってしゃあないわけですからね。現に入ってる入

居者が安心して泉南に住んでよかったなというよ

うにするのがあなたの仕事じゃないですか。我々

の考え方はいろいろあるとしてもね。この問題に

ついては、建てかえするべきやないかという声が

公にこの議会で議論されたことは余りないですよ、

市長。これだけこの問題を長く議論しとるような

ものはないですよ。市政方針にも書いてないしね。

重要であればこの問題についての市長の考え方を

もうちょっときちっと示すべきだと思うんですよ。

その点で市長のこの問題に対する認識、いろん

なことがあるでしょうけども、入居者が現に毎日

生活していることについて、市長はどこまで肌で

その思いを感じて市政運営をやってるかというこ

とですわ。その点でどうなんですか、市長、この

解決について、裁判も含めていつまでにこれを解

決したいと思っとるんですか。

○議長（嶋本五男君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 建てかえについてこの議会

で議論されたことは余りないとおっしゃいますが、

－１０５－

議事録、過去のを見ていただいたらわかりますよ

うに、建てかえの方針でずっと来ております。少

なくとも前市長時代から含めてそういう形で各委

員会あるいは予算、決算等でもそういう答弁をい

たしております。

ですから、それは当然、それ以前のことは別に

しまして、少なくともその時期からそういう形で

建てかえを前提に御答弁をし、お話もしてきたと

いうことでございますから、それは議事録を見て

いただいたらわかるわけですから、ぜひ……（小

山広明君「具体的にどこに何がありますか」と呼

ぶ）本会議でもありますし、それから……（小山

広明君「マスタープランのことを言うとるんでし

ょう」と呼ぶ）いえ、違いますよ。議会の議事録

にも当然残っておりますし、それから予算委員会

でしたか、そういう中でも記録としては残ってお

ります。それはもうごらんいただいてるはずなん

ですけどもね。そういうことでございます。

それから、この解決ということでございますが、

先ほども言いましたように、今訴訟の提起がされ

てるわけですから、やはりこれが一定決着を見な

いとなかなか前へ行かないのではないかというふ

うに考えております。

○議長（嶋本五男君） 小山君。

○２番（小山広明君） 僕は知らないです、それは

ね。マスタープランの、僕もこれ賛成した人間な

んですよ、建てかえにね。何でかといったら、そ

ういう情報が全くないからね。それは調べればわ

かるという問題はありますけども、私はこういう

重要な提案については、過去にこういうことがあ

って、もしやるとしたらこういうネックになりま

すよということをちゃんとやっぱり示すべきじゃ

ないかという議論もしたことありますけどもね。

我々かて神様じゃないわけですから、全部知れる

位置にないけども、議案説明の中ではその問題の

重要な経過については説明するべきだと、こうい

うことは議論したことあります。

その後、この本会議場でこういう問題が起こっ

てから、やはりそれは通達を守って建てかえるべ

きだという議論が正面切ってあった記憶はないの

で、市長があると言い切るんですから、後日でも

いいですからちゃんと示してください。どこに、



だれが言ったかということもね。

マスタープランは、私は正直に自己批判します。

ほんとに建てかえして多く住宅が建ったらいいと

思って賛成しました。しかし、その後事情を聞い

てみれば、それはそういうことができない過去を

持ってるということがわかって、こういう議論を

展開しとるわけですからね。ちゃんとやはり説明

責任ということにもかかわるんで、どこにどう書

いてある ないと思いますよ、熱心にはね。ど

こであったのか僕は知りませんが、僕の記憶にな

いわけですから。

そういうことで、この問題については本当に実

のある解決をしてもらいたいと思いますし、部長

は勝つために頑張るんだと言っとるから、あなた

は裁判の一定の方向が出るということを言ってお

られますけど、裁判というのは市民と行政との裁

判の場合には、単に行政が勝つということではな

しに、本当に行政はやはり不利なことも有利なこ

とも含めて示して、その結果がたとえ行政が負け

ても、それはやっぱり１つの真理、１つの事実に

ついて結果を出すのがいいので、単に個人と個人

の利害関係があって裁判する問題とは違う。この

費用は全部税金で出すわけですからね。あなたが

出してるわけじゃないんですから。そういう点で

は、資料の出し方についても、行政が不利と思う

ものでも出さないといかん性格を行政と市民との

間の裁判では持ってるということを、僕の考えを

申し上げておきます。

それから、何分までありましたかな。

○議長（嶋本五男君） ４８分。

○２番（小山広明君） 先ほどごみの問題で、一定

の標準的なごみ袋を配って、それが例えば１０配

ったとしましょうか、年間ね。それが７で終われ

ば３袋を１袋５００円なり１，０００円で買ってあ

げれば、市民もちゃんとそのことはよくわかりま

すし、そういうようなことを提起しておるんです

が、そういうようなことは検討した結果、何かネ

ックがあって実行しないのか、全く聞く耳を持っ

てないのか、その辺をちょっとお答えをください。

それから、財政再建の方では、私は具体的に言

ったんですが、補助金なり助成金なり、いろいろ

その事業を助成せないかんなということで出すと
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思うんですが、永久に助成するというようなもの

は１つもないと思うんですね。その事業目的があ

るから、やるときにその事業が自立するための達

成期間を設定して、この事業は何年までにあなた

方の目的を達成してくださいよということをきち

っと示せば、受ける側もそのつもりで自立のため

の努力をするけども、永久に出るというような補

助金になってくると、もらわな損やというような

意識になる、人間やからね。だから切られたら困

るやないかということになるので、ちゃんとその

補助金名目というんか、内容をきちっと理解する

意味でもそういう補助金助成の仕方をするべきじ

ゃないかと、そういうように私は思うのです。

先ほど私が例に出したように、７５歳以上の方

に老齢祝い金という形で出しておった施策を、今

回打ち切りますね。７０歳のときだけ７，０００円、

７７歳のときだけ１万円、８８歳のときだけ１万

２，０００円、９９歳のときだけ１万８，０００円出

すというように聞いておるんですね。

これはていのいいそういう制度の廃止だと思う

んですが、こういうときにもちゃんと関係者に内

容を説明することが、私は財政問題を市民が理解

するチャンスだと思うんですよ。自分に出されと

るものが切られるわけですから。そのときに市の

財政問題をちゃんと説明を受ければ、ほんまの自

分の問題として、市の財政と直結した認識が深ま

ると思うんで、私はそういうやはり説明責任とい

うことが、これは今出してある施策について切る

ときの問題を言っとるんですが、出すときもちゃ

んとそういうことをすべきじゃないかということ

を具体的に提案しとるんですから。

ことしは予算が出ておりますから、来年度ぐら

いからは一遍出した補助金のあれはゼロから、こ

れは何のためか、何の目的かということをして、

期限も切って、切れないものも中にはあるでしょ

う。そういうような手法を私は提案しとるわけで

すから、それは担当課長なり部長というよりも、

市長、そういうような財政運営をすべきだという

ことを私は提起しとるんで、これは市長、政治家

としてちゃんと答えてくださいよ。

○議長（嶋本五男君） 白谷市民生活部長。

○市民生活部長（白谷 弘君） 小山議員のごみの



減量化についての再度の質問でございますが、先

ほども御答弁申し上げましたが、現在大阪府廃棄

物減量化リサイクル推進会議におきまして、各都

市同じ悩みでございますので、調査検討を行って

おるところでございます。

今後につきましても、環境への負荷とならない

広域的なごみの減量化を進めるとともに、本日小

山議員から御提案がございました還元策につきま

しても、この会議で提案し、検討してまいりたい

と考えてございます。

なお、私ども泉南市の現状といたしましては、

他市と若干違いまして、収集部門が阪南市、泉南

市が直営で行っております。それと、焼却部門に

つきましては一部事務組合で行っておるという現

状でございますので、２市並びに組合の三者にお

きまして、どのような方策が一番市民に喜ばれる

のか、それら等についても十分検討してまいりた

いと考えておりますので、よろしくお願い申し上

げます。

○議長（嶋本五男君） 遠藤助役。

○助役（遠藤裕司君） 先ほど補助金のあり方、ひ

いては厳しい財政運営の中での補助金のあり方を

いろいろと御意見を承っておるところでございま

す。

確かに議員おっしゃるとおり、補助金というの

は１年で終わる補助金もありますし、未来永劫と

いうのはございませんが、比較的長く続く補助金

というのもあろうかというふうに思います。それ

は、おっしゃるとおり千差万別でございまして、

議員のお示しのように、当初から例えば達成期間

を５年やとか３年やとかいうふうに決めづらい部

分が多いというのが事実でございます。

ただ、我々今日の財政状況を踏まえますと、平

成１０年度から一律に１０％ほど補助金をカット

させていただきました。そのやり方のよしあしと

いうのは当然あろうかと思います。理想的には議

員のおっしゃるようなお話かもしれませんが、現

実に今行政、市役所だけでできない仕事、一定の

公的な目的を持った仕事を各種団体の方がやって

いただいておりますので、それに対して１つ１つ

を本来でしたら吟味をしてということでしょうが、

なかなか難しいということで、緊急避難的には１
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０％カットするということで、ある意味では団体

の方に御迷惑をおかけをしておるという部分もご

ざいます。

今後は、補助金等については当然毎年財政査定

の中で見直すわけでございますけれども、ある意

味ではその団体の収支決算の状況も含めた、もう

ちょっと立ち入った形でのあり方について議論を

していく必要があろうかと思います。ただ、繰り

返しますが、何年ということで一律にやれるもの

ではないというふうに思っております。

それと、例を出されておりましたが、敬老祝い

金の一定の見直し等につきましても、これはある

意味でいつの時点でどうするというタイミングを

はかるのは非常に難しいことです。こういういわ

ば個人給付的なといいますか、ほかにも見舞金等

々ございますけれども、こういったものを今の時

代、特に高齢化が進む中で、介護保険を初めとし

たほかの在宅あるいは施設のサービス、ここに重

点的に資源を回すという状況の中で、今のこうい

う敬老祝い金のあり方がいいのかどうかと、これ

は１つは中で議論をして、今年度予算として上げ

させていただいておりますが、ほかにも当然あろ

うかというふうに思いますので、ただこれは来年

やれば正しいというものはございませんけれども、

そういう中で十分行政として議論しながら進めて

いきたいというふうに思っております。

それと、もう１つ、説明責任ということでござ

いますけれども、個々の事業というのは、これは

行政の判断でやらさせていただきたいと。ただ、

そこに至った財政的な状況、これについては市民

の方にも十分御理解いただけるよう、我々として

は広報等を通じて努めてまいりたいというふうに

思っております。

以上でございます。

○議長（嶋本五男君） 小山君。あと１分少々でご

ざいますので、まとめてください。

○２番（小山広明君） ちょっと助役の説明が長か

ったので、心配しておったんですけどね。

言いたいことがちょっと伝わってない、ずれと

る感じがするんですが、初めて補助金を受けると

きには、向こうからお願いしてくるわけですから、

じゃどういう目的かとか、どれぐらいで達成する



かはできるわけですからね。今まで続いとるのを

言うのはなかなか難しい。そういうことを初めか

らしてないわけですから。

そういう点で、今後基本的には補助金申請があ

った場合には、ちゃんと目的を聞いて、達成すれ

ば切るということを受けるときに言っておけばト

ラブルが起きないということもありますし、当然

行政が判断するんでしょうけども、その前にはち

ゃんと説明責任をしないと、いきなり抜き打ち的

にやられたと、感情だけが残るということで、こ

れは今までの行政は決して説明責任が十分でない。

住宅問題を引き合いに出すわけじゃないんです

けども、いろいろトラブってくる問題は事前にち

ゃんとした説明がないということだろうと思いま

すし、白谷さんの問題、僕は推進協に相談すると

いう問題を言っとるんじゃないんですから、阪南

市の問題は、阪南市とばらばらにやってる部分は

ありますよ。僕知ってますよ。阪南市だけ違う方

法をやっとることありますよ。しかし、いいこと

は先にやらないと、それはだれも否定せんことで

すから、すぐ年度途中でもいいから、やっぱり標

準的なごみの袋を配って、努力をしたところには

そういう還元するようなことを、ぜひ実効ある施

策をやっていただきたいと思います。

以上です。

○議長（嶋本五男君） 以上で小山議員の質問を終

結いたします。

お諮りいたします。本日の日程は全部終了いた

しておりませんが、本日の会議はこの程度にとど

め延会とし、明８日午前１０時から本会議を継続

開議いたしたいと思います。

これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

○議長（嶋本五男君） 御異議なしと認めます。よ

って、本日の会議はこの程度にとどめ延会とし、

明８日午前１０時から本会議を継続開議すること

に決しました。

本日はこれをもって延会といたします。

午後４時４７分 延会

（了）

－１０８－
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